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2025 年 10 月１日より取引約款・規定集を改定いたします。下線部分が改定箇所となります。 

 

みずほ証券のメールサービス利用規定 

新 旧 

第３条（本サービスの利用） 

お客さまは、当社所定の方法で当社にメールアドレスをご

登録（当社にご登録いただいたメールアドレスを以下「登録メ

ールアドレス」といいます。） していただくことにより、本規定

に基づき本サービスをご利用いただくことができます。 

ただし、目論見書等メール配信サービスは、電磁的交付

の利用に関し、当社所定の方法でお客さまにご同意をいた

だくか、または、当社よりお客さまに告知を行うことで、ご利用

いただけることになります。電磁的交付の対象書面は、金融

商品取引法等に規定されている書面及び当社が交付するそ

の他の報告書等のうち、当社が定め、当社ホームページ等

に掲載した書面とします。また、当社が対象書面を追加する

場合は、追加する書面を当社ホームページ等に掲載します。

当該掲載後は、追加した書面についても電磁的交付等を利

用いただけるものとします。電磁的交付等の方法は、お客さ

まにURL（インターネット上の Webページを示す情報）のハイ

パーリンクをメールで送信し、接続先の対象書面の電子ファ

イルを閲覧いただく方法によります。なお、一部の商品につ

いては、目論見書等メール配信サービスをご利用いただくこ

とができないため、これまでどおり書面で目論見書等をご提

供します。 

第３条（本サービスの利用） 

お客さまは、当社所定の方法で当社にメールアドレスをご

登録（当社にご登録いただいたメールアドレスを以下「登録メ

ールアドレス」といいます。） していただくことにより、本規定

に基づき本サービスをご利用いただくことができます。 

ただし、目論見書等メール配信サービスをご利用いただく場

合は、電磁的交付等の利用に関し、当社所定の方法でお客

さまにご同意をいただくことで利用いただけることになります。

電磁的交付の対象書面は、金融商品取引法等に規定され

ている書面及び当社が交付するその他の報告書等のうち、

当社が定め、当社ホームページ等に掲載した書面とします。

また、当社が対象書面を追加する場合は、追加する書面を

当社ホームページ等に掲載します。当該掲載後は、追加し

た書面についても電磁的交付等を利用いただけるものとしま

す。電磁的交付等の方法は、お客さまに URL（インターネット

上の Web ページを示す情報）のハイパーリンクをメールで送

信し、接続先の対象書面の電子ファイルを閲覧いただく方法

によります。なお、一部の商品については、目論見書等メー

ル配信サービスをご利用いただくことができないため、これま

でどおり書面で目論見書等をご提供します。 

付 則 この改正は、2025 年 10 月 1 日より施行します。 付 則 この改正は、2025 年 2 月 17 日より施行します。 

以 上 
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みずほ証券の証券総合取引約款

● 第１章　証券総合取引 ●

１．（約款の趣旨）
この約款は、有価証券の保護預かり取引、社債、株式等の振替に関する法律（以

下「振替法」といいます。）において取り扱う証券の取引（以下「振替決済取引」
といいます。）、累積投資取引、国内外貨建債券投資、外国証券の取引、ＭＲＦ（マ
ネー・リザーブ・ファンド）の自動スイープ取引又はそれらを組み合せた取引（以
下「証券総合取引」といいます。）について、お客さまとみずほ証券株式会社（以
下「当社」といいます。）との間の権利義務関係を明確にすることを目的とする
ものです。

２．（ＭＲＦ累積投資口の開設）
お客さまには、証券総合取引の申し込み時にＭＨＡＭのＭＲＦ累積投資口又は

新光ＭＲＦ累積投資口のいずれか一方（以下「ＭＲＦ累投口」といいます。）を
開設していただきます（以下開設いただいたＭＲＦ累積投資口の受益権を「ＭＲ
Ｆ」といいます。）。ただし、担保専用口座（振替法に基づき、質権を設定される
有価証券の管理等を行うための口座をいいます。以下「担保専用口座」といいま
す。）を開設されるお客さまを除きます。
「ＭＲＦ累投口」が開設された場合における証券総合取引については、これを

証券総合口座による取引といい、当該取引ではＭＲＦの自動スイープ取引が行わ
れます。

３．（証券総合取引の利用）
⑴　お客さまは、この約款及び別に定める各取引の約款（ＭＲＦ（マネー・リ

ザーブ・ファンド）自動継続投資約款、外国証券取引口座約款及び外国為替
取引約款）に基づいて次の各号に掲げる取引がご利用いただけます。ただし、
担保専用口座を開設されるお客さまについては、下記③、④に掲げるお取引
のみご利用いただけます。
①第２章に定めるＭＲＦ累投口の自動スイープ取引
②第３章に定める累積投資取引
③第６章に定める有価証券の保護預かり取引
④第７章に定める振替決済取引
⑤第８章に定める国内外貨建債券取引
⑥外国証券取引
⑦株券及び外国証券を含む有価証券、その他当社において取り扱う証券の利

金・収益分配金・配当金・償還金等のうち当社において支払われるものを
ＭＲＦ累投口以外の累投口へ入金する取引

⑧外国為替取引
⑵　お客さまは、上記⑴⑦のうち利金・収益分配金・配当金・償還金等を累投

口へ入金する場合の取引については、ご希望により次の各号に掲げる取引方
法がご利用いただけます。
①公社債券及び証券投資信託受益証券の利金・収益分配金・償還金等を公社

債投信累投口へ入金する方法
②上記①の方法に加えて、非居住者の発行する公社債券及び証券投資信託受

益証券の利金・収益分配金・償還金等を公社債投信累投口へ入金する方法
⑶　上記⑴⑦のうち外国証券（クローズドエンド型の会社型投資信託を除きま

す。）及び国内外貨建債券から発生する外国通貨建の利金・収益分配金・償
還金等を、当該外国通貨をもって外貨建マネー・マーケット・ファンド累投
口ヘ入金する取引（外貨建マネー・マーケット・ファンドの各ポートフォリ
オでの取扱外国通貨に限ります。）がご利用いただけます。

⑷　上記⑴から⑶にかかわらず、担保専用口座については、本章、第４章、第
６章、第７章、第 10 章から第 14 章に基づいてお取り扱いいたします。

⑸　お客さまは、別途当社が定めるところにより、コールセンターでのお取引
をご利用することができます。

⑹　お客さまは、次のお取引コースを選択することができます。ただし、重複
して選択することはできません。
①３サポートコース
　店頭、コールセンター及びインターネット等のシステムを利用した各種取

引・サービスをご利用いただけます。
②ダイレクトコース
　主にコールセンター及びインターネット等のシステムを利用した各種取

引・サービスをご利用いただけます。
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４．（申込方法等）
⑴　お客さまは、当社所定の申込書等に必要事項及び個人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」
といいます。）第２条第５項に規定する個人番号。以下同じ。）を記載し、当
社に申し込むものとし、当社が本人確認のうえ承諾した場合に限り証券総合
取引を開始することができます。この場合、保護預かり口座及び振替決済口
座が開設されます。お客さまの申込みに対し、当社は審査のうえ、申込みを
承諾しないことがあります。

　　なお、当社において使用可能な文字以外でお届け出いただいた場合には、
当社において使用可能な文字へと置き換えさせていただきます。

⑵　上記⑴の申込書等に添えて犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下
「犯収法」といいます。）及び番号法に規定される本人確認書類及び当社がお
客さまの本人確認を行うために必要と認める書類等（以下総称して「本人確
認書類等」といいます。）を当社へご提出いただきます。本人確認書類等を
ご提出いただけない場合等には、当社はお取引を開始せず、又は停止するこ
とがあります。

⑶　お客さまが証券総合取引を申し込みされる場合には、次の申し込みを同時
に行っていただきます。ただし、担保専用口座のみをお申し込みされるお客
さまは、下記②のお申し込みはできません。
①第４章に定める振込先指定方式の利用
②通信取引規定に定める通信取引の利用（国内に居住する成人のお客さまに

限ります。）
⑷　上記３．⑵及び⑶の取引方法を変更する場合は、あらかじめ当社にお申し

出いただきます。
⑸　当社の定める方法でお客さまがみずほ証券カード（以下「カード」といい

ます。）の利用を申し込み、当社が承諾すると、お客さまは本章及び第 5 章
に則ってカードをご利用いただけることとなります。なお、お客さまがカー
ドの利用を申し込む場合、あらかじめ暗証番号を届け出ていただきます。お
届け出の暗証番号が生年月日、住所地番、電話番号又は安易な番号の配列等、
他人に推測されやすい番号の場合には、受け付けられないことがあります。

５．（届出事項）
⑴　お客さまが上記４．の当社所定の申込書等に捺印された場合の印影及び記

載された住所、氏名、生年月日、個人番号等（以下「届出事項」といいます。）
をもって、当社へのお届け出の印鑑、住所、氏名、生年月日、個人番号等と
します。ただし、すでに印影の届け出がされている場合には、その印影をもっ
てお届け出の印鑑とします。

⑵　お客さまが、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律
に規定する優先出資証券及び投資証券（以下「株券等」といいます。）に係る
名義書換の制限が行われている場合の外国人等である場合には、上記４．の
申込書等を当社に提出していただく際、その旨をお届け出いただきます。こ
の場合には、当社所定のお手続きをお願いすることがあります。

● 第２章　ＭＲＦの自動スイープ取引 ●
（マネー・リザーブ・ファンド）

６．（本章の趣旨）
　本章は、お客さまと当社が契約する累投口のうち、ＭＲＦ（マネー・リザーブ・
ファンド）累投口の自動スイープ取引に関する取り決めです。

７．（自動買い付け）
⑴　お客さまの口座に当日他の目的で使用することのない円貨の金銭が存在す

ることを確認した場合、特にお客さまからのお申し出がない限り、次の区別
に応じて当該各号に定める時期に、当該金銭でお客さまのために MRF の買
い付けを行います。
①営業日の正午より前に当該金銭の存在を確認した場合　当日の買い付け
②①に該当しない場合　翌営業日の買い付け

⑵　お客さまが当社に信用取引口座又はネット信用取引口座を開設している場
合は、上記⑴にかかわらずＭＲＦの買い付けは行いません。

⑶　上記⑴の買い付けにかかわらず、利金・収益分配金・配当金等について、
上記４．に記載の申込書等により「円貨の利金等の取り扱い」等で受取方法
が指定されている場合は、その指定の取り扱いとさせていただきます。

８．（自動換金）
⑴　当社は、お客さまの有価証券等の買付代金等に不足が生じる場合は、その

不足分のＭＲＦの換金の申し込みがあったものとし、特にお客さまからのお
申し出がない限り、MRF を換金しその不足分に充当します。

⑵　お客さまが当社に信用取引口座又はネット信用取引口座を開設している場
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合は、上記⑴にかかわらずＭＲＦの換金は行いません。

９．（取引の解約）
ＭＲＦ累投口の自動スイープ取引は、次の場合に解約されるものとします。

①お客さまからＭＲＦ累投口の解約のお申し出があったとき
②お客さまが死亡したことが判明したとき
③やむを得ない事由により当社が解約を申し出たとき

● 第３章　累積投資取引 ●

10．（本章の趣旨）
　本章は、お客さまと当社との投資信託受益権及び投資信託受益証券（以下本章
において「投資信託受益権等」といいます。）の累積投資に関する取り決めです。
　当社は、本章の規定に従って投資信託受益権等の累積投資契約（以下本章にお
いて「契約」といいます。）をお客さまと締結いたします。

11．（累積投資の申し込み）
　お客さまは、買い付けを希望する投資信託受益権等の種類に応じて、累積投資
コースごとに、第１章に定める方法により申し込むものとします。
　ただし、既に他の累投口において上記の方法により、申し込みが行われ契約が
締結されているときは、第１回目の払い込みをもって契約の申し込みが行われた
ものとします。

12．（金銭の払い込み）
⑴　お客さまは、投資信託受益権等の取得にあてるため、随時その代金（以下
「払込金」といいます。）を当社所定の方法により当該累投口に払い込むこと
ができます。

　　なお、一部の累投口には、下記 16．にかかる返還金の他コースへの払い
込み（以下「スイッチング」といいます。）ができる場合があります。

⑵　上記⑴の払込金は、各投資信託受益権等の目論見書等に記載された額とし
ます。

13．（取得方法、時期及び価額）
⑴　当社は、お客さまから投資信託受益権等の取得の申し込みがあった場合に

は、目論見書等記載の基準及び方法に従い、遅滞なくお客さまに代わってそ
の取得を行います。ただし、取得申込日が目論見書等に記載の申し込み不可
日にあたる場合は、取得申し込みの取り扱いはできません。

⑵　上記⑴の取得価額は各目論見書等に定める価額となります。なお、販売手
数料等がある場合は目論見書等に記載の手数料及び消費税相当額を加えた価
額とします。

⑶　毎日決算を行う追加型公社債投資信託については、申込日の翌営業日の前
日の基準価額が当初設定時の１口の元本価額（１口＝１円）を下回ったとき
は、当該投資信託受益権の目論見書等に従い申込日の翌営業日以降、最初に
取得にかかる基準価額（営業日の前日の基準価額）が当初設定時の１口の元
本価額（１口＝１円）に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営
業日にお客さまに代わって取得します。

⑷　取得された投資信託受益権等の所有権及びその果実又は元本に対する請求
権は、当該取得のあった日からお客さまに帰属するものとします。

14．（投資信託受益権等の管理）
⑴　この契約によって取得された投資信託受益権等のうち、振替法に基づく振

替制度において取り扱う投資信託受益権については、「第７章　振替決済取
引」により取り扱います。

⑵　この契約によって取得された投資信託受益権等のうち、上記⑴で定めた以
外の投資信託受益証券については、当社において他のお客さまの当該投資信
託受益証券と混合して保管します。

　　なお、当社による保管に代えて他の金融機関等に再預託することがありま
す。

⑶　上記⑴及び⑵により保管する投資信託受益権等については、次の事項にご
同意いただいたものとして取り扱います。
①預託された投資信託受益権等の額に応じて共有権又は準共有権を取得する

こと。
②投資信託受益権等の新たな預託又は返還については、他のお客さまと協議

を要しないこと。
⑷　当社は、当該保管に係る投資信託受益権等の保管料を申し受けることがあ

ります。
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15．（果実等の再投資）
⑴　累積投資に係る投資信託受益権等の収益分配金は、お客さまに代わって当

社が受領のうえ、これを当該累投口に繰り入れてお預かりし、原則としてそ
のお手取り金額をもって上記13．に準じた取得を無手数料で行います。なお、
お客さまが当社所定のお手続きを行った場合は一部の累投口について再投資
を停止できるものとします。

⑵　毎日決算を行う追加型公社債投資信託及び毎日決算を行う外国公社債投資
信託の収益分配金は、前月の最終営業日（その翌日以降に取得した場合につ
いては、当該取得日）から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終
営業日にお客さまに代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰り入
れてお預かりし、原則としてそのお手取り金額をもって、当月の最終営業日
の前日の基準価額でお客さまに代わって取得します。

　　ただし、毎日決算を行う追加型公社債投資信託については、当月の最終営
業日の前日の基準価額が当初設定時の１口の元本価額（１口＝１円）を下回っ
たときは、最終営業日以降、最初に取得にかかる基準価額（営業日の前日の
基準価額）が当初設定時の１口の元本価額（１口＝１円）に復した計算日の
基準価額により、当該計算日の翌営業日にお客さまに代わって取得します。

16．（返還）
⑴　当社は、お客さまから投資信託受益権等の全部又は一部の返還を請求され

た場合には、これを換金のうえその代金を返還します。換金価額及び換金手
数料等については、各目論見書等に記載の方法に従い取り扱います。ただし、
目論見書等に記載の換金請求不可日における返還を請求された場合は、当該
返還請求は受け付けません。

⑵　クローズド期間のある投資信託受益権等についての当該クローズド期間中
の上記⑴は、各目論見書等に記載の事由に該当しない限り原則として取り扱
いできません。

⑶　上記⑴及び⑵の請求は、目論見書等に記載の方法に従ってこれを行い、返
還請求日から起算して目論見書等に記載の受渡日からその代金をお客さまに
返還します。なお、スイッチングの場合には、当該返還金についてはお客さ
まにお支払いすることなくご指定の累投口の投資信託受益権等へのお申込金
額に充当します。

17．（解約）
⑴　この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとしま

す。
①お客さまから解約のお申し出があったとき
②払込金が引き続き１ヵ年を越えて当社所定の方法により払い込まれなかっ

たとき
　ただし、前回買い付けの日から１ヵ年以内に保管中の有価証券の果実又は

償還金によって指定された有価証券等の買い付けができる場合は、この限
りではありません

③当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④契約に係る投資信託受益権等がすべて償還されたとき
⑤お客さまが死亡したことが判明したとき

⑵　当社は、引き続き３ヵ月を越えて払込金のない契約については、これを解
約させていただくことがあります。ただし、上記⑴②ただし書きにかかる契
約については、この限りではありません。

⑶　この契約が解約されたときには、当社は遅滞なく保管中の投資信託受益権
等及び果実並びにお預かり金を当社所定の方法によりお客さまに返還しま
す。

⑷　この解約のお手続きは、上記 16．に準じて行います。

18．（その他）
⑴　当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他い

かなる名目によっても対価をお支払いしません。
⑵　１回の払込金額、買付時期、買付価額、再投資の方法、返還価額等でこの

契約の規定にない事項は投資信託受益権等の目論見書の定めに従うものとし
ます。

⑶　ＭＲＦについては、ＭＲＦ自動継続投資約款の規定に従うものとします。

● 第４章　振込先指定方式 ●

19．（振込先指定方式）
振込先指定方式とは、お客さまの当社における口座内のすべての有価証券等の

取引により当社がお客さまに支払うこととなった金銭（以下「金銭」といいます。）
を、お客さまがあらかじめ指定する預貯金口座（以下「指定預貯金口座」といい
ます。）に振り込む方式をいいます。お客さまにはあらかじめ指定預貯金口座を
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届け出ていただきます。

20．（指定預貯金口座の取り扱い）
⑴　指定預貯金口座は当社の口座名義と同一としていただきます。ただし、合

理的な理由がある場合には、当社の判断で異なる取り扱いを認めることがあ
ります。

⑵　既に当社に振込先の預貯金口座をお届け出になっている場合においても、
本章に基づいて指定された口座を指定預貯金口座として取り扱わせていただ
きます。

⑶　上記⑵にかかわらず、利金・収益分配金（以下本章において「利金等」と
いいます。）について当社所定のお手続きで振込先の預貯金口座を指定されて
いる場合には、特にお客さまからその旨の指示がないときは利金等に限り従
前のご指定による口座を指定預貯金口座として取り扱わせていただきます。

21．（指定預貯金口座の変更）
⑴　指定預貯金口座を変更されるときは、当社所定のお手続きによって届け出

ていただきます。
⑵　変更申込受付後の取り扱いは上記 20．⑴及び⑶に準じて行うものとしま

す。

22．（金銭の受渡清算方法の指示）
⑴　金銭の受渡清算方法については、お客さまからその都度、本章に基づく振

り込みをするのか、その他の受渡清算方法によるのかを口頭、電話等でご指
示いただきます。なお、上記のご指示を受けたとき、当社は口座番号等によ
りお客さまご自身からの指示であることを確認することがあります。

⑵　利金等についてはあらかじめ振り込みのご指示のある場合には、上記⑴の
ご指示をいただかずにご指定預貯金口座に振り込みます。ただし、お客さま
が死亡したことが判明した場合はこの限りではありません。また、指定預貯
金口座をお届けいただいた後に、利金等をそれと異なる預貯金口座に継続し
て振り込むことをご希望される場合には、その預貯金口座を当社所定のお手
続きによって届け出ていただきます。

23．（受入書類等）
上記 22．に基づき振り込みをする場合には、その都度の受領書の受け入れは

不要といたします。

24．（手数料）
振り込みにかかる手数料として、当社所定の料金をお客さまにご負担していた

だくことがあります。

● 第５章　みずほ証券カードの利用 ●

25．（カードの利用）
⑴　当社がお客さまご本人へ交付したカードは、当社が提携する金融機関等（以

下「提携金融機関」といいます。）の設置する現金自動預入払機等（以下「提
携ＡＴＭ」といいます。）を通じたお取引にご利用することができます。また、
当社はお客さまに通知することなく、カードのご利用サービスを変更又は制
限することがあります。

⑵　お客さまは、当社の取扱時間内において、提携ＡＴＭによりカードを確認
し、入力された暗証番号とお届け出の暗証番号が一致することを当社所定の
方法により確認された場合に、次のお取引にご利用することができます。
①当社への預かり金の入金　
　ただし、一部の提携ＡＴＭを除きお取り扱いできない場合があります。
②預かり金の全部又は一部の出金（ＭＲＦのキャッシングを含みます。）
③その他、当社が定めた取引

26．（提携ＡＴＭでのお取り扱い）
⑴　ご入金

①提携ＡＴＭによるご入金は、提携ＡＴＭにカードを挿入し、操作画面の案
内に従って正しく操作してください。

②提携ＡＴＭによるご入金は、当社及び提携金融機関が定めた券種・枚数及
び金額の範囲内とします。

⑵　ご出金
①提携ＡＴＭによるご出金は、提携ＡＴＭにカードを挿入し、操作画面の案

内に従って正しく操作してください。
②提携ＡＴＭによるご出金の金種、１回あたり又は１日あたりのご出金額は、

当社及び提携金融機関が定めた金種と金額の範囲内とします。
　ただし、お客さまが当社所定のお手続きにより１日あたりのご出金額の範
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囲の変更のお申し出をした場合はその範囲内とします。
③提携ＡＴＭでご出金される場合に充当される預かり金及びＭＲＦの優先順

位は、当社が定めた方法によるものとします。
⑶　残高照会

①提携ＡＴＭによる残高照会は、提携ＡＴＭにカードを挿入し、操作画面の
案内に従って正しく操作してください。

②提携ＡＴＭによる残高照会により、お預かり金（ＭＲＦの残高を含みます。）
の残高がご照会できます。

⑷　利用手数料
　　提携ＡＴＭを利用してご出金等のお取引をする場合、当社所定の手数料を

お支払いいただくことがあります。
⑸　提携ＡＴＭの故障・誤操作の取り扱い
　　提携ＡＴＭの誤操作によりお客さまに生じた損害及び休止、停電、故障等

による提携ＡＴＭでのお取り扱いができないことによりお客さまに生じた損
害については、当社は一切責任を負いません。

27．（譲渡、質入れ、貸与の禁止）
カードは譲渡、質入れ又は貸与することはできません。

28．（カード喪失等の届け出）
⑴　カードを盗難、焼失その他の事由により紛失もしくは毀損したとき、偽造

等により他人に使用されるおそれがあるとき又は他人に使用されたときは、
直ちに当社へ当社所定の方法によりお届け出ください。

⑵　カードを紛失した場合のカードの再発行は、当社所定のお手続きにより行
うことといたします。この場合には、再発行に相当の期間を置くとともに、
保証人を求めることがあります。

⑶　カードを再発行する場合には、当社所定の発行手数料をお支払いいただく
ことがあります。

29．（届出事項の変更）
ご氏名、暗証番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社へ当

社所定の方法によりお届け出ください。この場合、交付済のカードをご返却いた
だくことがあります。

30．（解約・カードの利用停止）
⑴　当社とのお取引又はカードの利用を取り止める場合は、カードを当社にご

返却ください。ただし、当社における口座を閉鎖することを条件に、カード
の当社への返却を不要とすることを認めることがあります。

⑵　当社は、カードの改ざん、不正使用等、当社がカードの利用を不適当と認
めた場合は、カードのご利用をお断りすることがあります。この場合には、
当社から請求があり次第、直ちに当社へカードを返却してください。

　　また、カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがある
と当社が判断した場合は、カードのご利用を事前の予告なく停止させていた
だくことがあります。

⑶　当社は、次の場合にカードのご利用を停止することがあります。この場合
には、お客さまからの解除のお申し出を確認し、当社が適当と認めたときに
は、停止を解除します。
①お客さまが、上記 27．に違反した場合
②お客さまが、住所、氏名等の変更について、相当の期間内において当社へ

のお届け出がない場合
③カードが偽造、盗難、紛失、改ざん等により不正に使用されるおそれがあ

ると当社が判断した場合
④国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令等、

又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあり、カードのご利用の停止
が必要であると当社が合理的に判断した場合

31．（偽造カード等による出金等）
偽造又は変造カードによる出金等については、お客さまの故意による場合又は

当該出金等について当社が善意かつ無過失であってお客さまに重大な過失がある
ことを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合
には、お客さまは、当社所定のお手続きを行っていただき、カード及び暗証番号
の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社が認める調査項目に協
力するものとします。

32．（盗難カードによる出金等）
⑴　カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金につい

ては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当社に対して当該出金
にかかる損害（手数料や利息等を含みます。）の額に相当する金額の補てん
を請求することができます。
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①カードの盗難に気づいてから速やかに、当社への通知が行われていること
②当社の調査に対し、遅滞なく当社所定のお手続きを行っていただき、カー

ド及び暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等当社が認める
調査項目について、お客さまから充分な説明が行われること

③当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったこと
が推測される事実を確認できるものを示していること

⑵　上記⑴の請求がなされた場合には、当該出金がお客さまの故意による場合
を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の３０日（ただし、当社へ通知す
ることができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合
は、３０日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。）前の日
以降になされた出金にかかる損害（手数料や利息等を含みます。）の額に相
当する金額（以下「補てん対象額」といいます。）を補てんするものとします。

　　ただし、当該出金が行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、
かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん
対象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとします。

⑶　上記⑴及び⑵の規定は、上記⑴にかかる当社への通知が、盗難が行われた
日（当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カー
ド等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日）から、２年を経過す
る日後に行われた場合には、適用しないものとします。

⑷　上記⑵の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明し
た場合には、当社は補てん責任を負いません。
①当該出金が行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次

のいずれかに該当する場合
ア）お客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合
イ）お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人又

は家事使用人（家事全般を行っている家政婦等）によって行われた場
合

ウ）お客さまが、被害状況についての当社に対する説明において、重要な
事項について偽りの説明を行った場合

②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随してカー
ドが盗難にあった場合

33．（カード・暗証番号の管理）
⑴　カードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月

日、住所地番、電話番号又は安易な番号の配列等の他人に推測されやすい番
号の利用はなさらずに、他人に知られないように管理してください。カード
が、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合又は他
人に使用されたことを認知した場合には、直ちにお客さまから当社へ通知し
てください。この通知を受けたときは、当社は直ちにカードによる出金停止
の措置を講じます。

⑵　カードが偽造、盗難、紛失等にあった場合には、速やかに当社所定の届出
書等を当社に提出してください。

⑶　当社は、上記⑴による出金停止後、新たなカードを発行したとき又は紛失
したカードを発見し、お客さまからの解除のお申し出を確認したときに、出
金停止の措置を解除します。

34．（約款の適用）
本章に定めのない事項については、この約款の他の章、その他の取引約款、取

扱規定及び法令等によりお取り扱いいたします。

● 第６章　有価証券の保護預かり取引 ●

35．（本章の趣旨）
本章は、当社とお客さまとの間の証券の保護預かりに関する権利義務関係を明

確にするために定められるものです。なお、外国証券の保管については外国証券
取引口座約款の定めるところによります。

36．（保護預かり証券）
⑴　当社は、金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）第２条第１項各

号に掲げる証券について、本章の定めに従ってお預かりします。ただし、こ
れらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。

⑵　当社は、上記⑴によるほか、お預かりした証券が振替決済にかかるもので
あるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預かりし
ます。

⑶　本章に従ってお預かりした証券を以下「保護預かり証券」といいます。

37．（保護預かり証券の保管方法及び保管場所）
当社は、保護預かり証券について金商法第 43 条の２に定める分別管理に関す



－ 8 －

る規定に従って次のとおりお預かりします。
①保護預かり証券については、当社が定める保管場所において安全確実に保

管します。
②金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預かり証券について

は、決済会社で混合して保管します。
③保護預かり証券のうち上記②に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受

益証券については、特にお申し出のない限り、他のお客さまの同銘柄の証
券と混合して保管することがあります。

④上記③による保管については、大券で行うことがあります。

38．（混合保管等に関する同意事項）
上記 37．の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご

同意いただいたものとして取り扱います。
①お預かりした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共

有権又は準共有権を取得すること
②新たに証券をお預かりするとき又はお預かりしている証券を返還するとき

は、その証券のお預かり又はご返還については、同銘柄の証券をお預かり
している他のお客さまと協議を要しないこと

39．（混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取り扱い）
混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定

及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行
います。

40．（保護預かり証券の口座処理）
⑴　保護預かり証券は、すべて同一口座でお預かりします。
⑵　金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口

座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合に
は、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預け
られたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったとき
にその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、株式会社証券保
管振替機構（以下「機構」といいます。）が必要があると認めて振替を行わ
ない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないこ
とがあります。

41．（担保にかかる処理）
お客さまが保護預かり証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場

合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行
います。

42．（名義書換等のお手続きの代行等）
⑴　当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償

割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者へ
の買取請求の取次ぎ等のお手続きを代行します。

⑵　上記⑴の場合は、当社所定の手続料をいただくことがあります。

43．（償還金等の代理受領）
保護預かり証券の償還金（混合保管中の債券について上記 39．の規定に基づ

き決定された償還金を含みます。以下本章において同じ。）又は利金（分配金を
含みます。）の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に
応じてお支払いします。

44．（保護預かり証券の返還）
保護預かり証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続き

ください。また、国内ＣＰについては、満期日の７営業日前から満期日までの間は、
それぞれ返還のご請求に応じられないことがあります。

45．（保護預かり証券の返還に準ずる取り扱い）
当社は、次の場合には上記 44．のお手続きを待たずに保護預かり証券の返還

のご請求があったものとして取り扱います。ただし、担保専用口座については、
下記③のみのお取り扱いとなります。

①保護預かり証券を売却される場合
②寄託目的を変更し、保護預かり証券を代用証券にする旨のご指示があった

場合
③当社が上記 43．により保護預かり証券の償還金の代理受領を行う場合

46．（公示催告等の調査等の免除）
当社は、保護預かり証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護

預かり株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
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47．（緊急措置）
法令の定めるところにより保護預かり証券の移管を求められたとき、又は店舗

等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとし
ます。

● 第７章　振替決済取引 ●

第 1 節　総則

48．（この章の趣旨）	
この章は、振替法に基づく振替決済制度において取り扱う有価証券（以下「振

替有価証券」といいます。）に係るお客さまの口座（以下「振替決済口座」とい
います。）を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明
確にするために定めるものです。本章各節で定める各振替有価証券の範囲は、機
構の業務規程及び日本銀行の国債振替決済業務規程その他の法令諸規則等に定め
るものとします。

49．（振替決済口座）
⑴　振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替

口座簿において開設します。
⑵　振替決済口座には、日本銀行又は機構が定めるところにより、内訳区分を

設けます。この場合において、質権の目的である振替有価証券の記載又は記
録をする内訳区分（以下「質権口」もしくは「質権欄」といいます。）と、そ
れ以外の振替有価証券等の記載又は記録をする内訳区分（以下「保有口」も
しくは「保有欄」といいます。）とを別に設けて開設します。

⑶　当社は、お客さまが振替有価証券についての権利を有するものに限り振替
決済口座に記載又は記録いたします。

⑷　当社は、お客さまから振替の申請を受け、又はお客さま口座への振替の連
絡を受けた場合に、振替の原因となる事実又は振替先口座もしくは振替元口
座の加入者との関係等について、確認させていただくことがあります。

50．（振替決済口座の取扱い）
振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法

令並びに機構の定める業務規程及び日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関
連諸規則に従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構又は
日本銀行が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に
従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係るお
手続きがあったものとして取り扱います。

51．（他の口座管理機関への振替）
⑴　当社は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振

替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さ
まから振替のお申し出があった銘柄の取り扱いをしていない、その他やむを
得ない理由により振替ができない場合には、当社は振替のお申し出を受付け
ないことがあります。

⑵　上記⑴において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当
社所定のお手続きによりお申し込みください。

⑶　上記⑴の場合、所定の手数料をいただく場合があります。
⑷　当社は、お客さまから振替の申請を受け、又はお客さま口座への振替の連

絡を受けた場合に、振替の原因となる事実又は振替先口座もしくは振替元口
座の加入者との関係等について、確認させていただくことがあります。

52．（担保の設定）
⑴　お客さまの振替有価証券について、担保を設定される場合は、当社が認め

た場合の担保設定についてのみ行うものとし、当社及び機構所定のお手続き
により振替を行います。ただし、振替法に基づく振替決済制度において取り
扱う国債（以下「振決国債」といいます。）については、日本銀行が定める
ところに従い、当社所定のお手続きによる振替処理により行います。

⑵　上記⑴において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当
社所定のお手続きによりお申し込みください。

53．（機構において取り扱う振替有価証券の一部の銘柄の取り扱いを行わない場
合の通知）

⑴　当社は、機構において取り扱う振替有価証券のうち、当社が定める一部の
銘柄の取り扱いを行わない場合があります。なお、当社が指定販売会社となっ
ていない銘柄の投資信託受益権については、原則、取り扱いません。

⑵　当社は、当社における振替有価証券の取り扱いについて、お客さまからお
問い合わせがあった場合には、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
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54．（当社の連帯保証義務）
日本銀行及び機構が、振替法等に基づき、お客さま（振替法第 11 条第２項に

定める加入者に限ります。）に対して負うこととされている、次の各号に定める
義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。

①振決国債（分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を
除きます。）の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等によ
り本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわ
らず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったこと
により生じた振決国債の超過分（振決国債を取得した者のないことが証明
された分を除きます。）の元金及び利子の支払いをする義務

②分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続き
を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して
振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過
記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決
国債及び当該振決国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超
過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該
振決国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分（振決
国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。）の利子の支払
いをする義務

③短期社債等の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来
の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振
替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生
じた短期社債等の超過分（短期社債等を取得した者のないことが証明され
た分を除きます。）の元金の支払いをする義務

④一般債の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残
額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法
に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた
一般債の超過分（一般債を取得した者のないことが証明された分を除きま
す。）の償還金及び利金の支払いをする義務

⑤投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により
本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわら
ず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことに
より生じた投資信託受益権の超過分（投資信託受益権を取得した者のない
ことが証明された分を除きます。）の償還金、解約金、収益の分配金の支
払いをする義務

⑥振替株式等（機構の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株
式等」をいいます。以下同じ。）の振替手続きを行った際、機構において、
誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録された
にもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しな
かったことにより生じた振替株式等の超過分（振替株式等を取得した者の
ないことが証明された分を除きます。）のうち、振替新株予約権付社債の
償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受
益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務

⑦その他、機構及び日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に
係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務

55．（緊急措置）
法令の定めるところにより振替有価証券の振替を求められたとき、又は店舗等

の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとしま
す。

第２節　国債決済取引

56．（この節の趣旨）
この節は振替有価証券のうち振決国債の取扱いについて定めるものです。

57．（振替の申請）
⑴　お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、

次の各号に掲げるものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができま
す。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁

止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が

定めるもの
③振決国債の償還期日又は利子支払期日の３営業日前から前営業日までの範

囲内において当社が定める期間中に振替を行うことを申請内容とするもの
⑵　上記⑴に基づき、お客さまが振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ

次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
①減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
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②お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及
び内訳区分

③振替先口座
④振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分

⑶　上記⑵①の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示
しなければなりません。

⑷　振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記⑵③の提示は
必要ありません。また、同④については、「振替先口座」を「お客さまの振
替決済口座」として提示してください。

58．（分離適格振決国債に係る元利分離申請）
⑴　お客さまが振替業を営む金融機関等である場合には、振替決済口座（顧客

口を除きます。）の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分
離適格振決国債について、次の各号に掲げるものを除き、当社に対し、元利
分離の申請をすることができます。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請

を禁止されたもの
②当該分離適格振決国債の償還期日又は利子支払期日の３営業日前から前営

業日までにおいて、あらかじめ当社が定める期間中に元利分離を行うこと
を申請内容とするもの

⑵　上記⑴に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うにあたっては、あらか
じめ次の各号に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
①減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべ

き種別
⑶　上記⑵①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、か

つ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなけれ
ばなりません。

59．（分離元本振決国債等の元利統合申請）
⑴　お客さまが振替業を営む金融機関等である場合には、振替決済口座（顧客

口を除きます。）の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分
離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に掲げるものを除
き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請

を禁止されたもの
②当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日

又は利子支払期日の３営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ当
社が定める期間中に元利統合を行うことを申請内容とするもの

⑵　上記⑴に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うにあたっては、あらか
じめ次の各号に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
①増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべ

き種別
⑶　上記⑵①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、か

つ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなけれ
ばなりません。

60．（みなし抹消申請）
振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還（分離利息振決国債に

あっては、利子の支払い）された場合には、お客さまから当社に対し、当該振決
国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客
さまに代わってお手続きさせていただきます。

61．（元利金の代理受領等）
⑴　振替決済口座に記載又は記録されている振決国債（差し押さえを受けたも

のその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きま
す。）の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から
受領したうえ、当社がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、お客
さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。

⑵　上記⑴の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからの申し
込みがあり、当社が認めた場合は、お客さまの振替決済口座に記載又は記録
がされている振決国債（差し押さえを受けたものその他の法令の規定により
抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。）の利子の全部又は一部を、
お客さまがあらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他の
お客さまに配分することができます。
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第３節　一般債・短期社債等振替決済取引

62．（この節の趣旨）
この節は振替有価証券のうち一般債及び短期社債等の取扱いについて定めるも

のです。

63．（振替の申請）
⑴　お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び短期社債

等について、次の各号に定めるものを除き、当社に対し、振替の申請をする
ことができます。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁

止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定め

るもの
③一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営

業日において振替を行うことを申請内容とするもの
⑵　お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その 3 営業日前までに、次に

掲げる事項を当社所定のお手続きを行ってください。
①当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債及び短

期社債等の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有

口か質権口かの別
③振替先口座及びその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口

かの別
⑤振替を行う日

⑶　上記⑵①の金額は、その一般債及び短期社債等の各社債の金額の整数倍と
なるよう提示しなければなりません。

⑷　振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記⑵③の提示は
必要ありません。また、同④については、「振替先口座」を「お客さまの振
替決済口座」として提示してください。

⑸　当社に一般債及び短期社債等の買い取りを請求される場合、上記⑴から⑷
のお手続きを待たずに一般債及び短期社債等の振替の申請があったものとし
て取り扱います。

64.（抹消申請の委任）
振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び短期社債等について、償還

日が到来又は繰上償還、定時償還が行われる場合には、一般債及び短期社債等に
ついて、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関するお手続きを
委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客さまに代わってお
手続きさせていただきます。

65.（元利金の代理受領等）
振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び短期社債等（差し押さえを

受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除き
ます。）の償還金の支払いがあるとき又は機構の社債等に関する業務規程により
償還金（繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の
財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下本節に
おいて同じ。）及び利金を取り扱うもの（以下「機構関与銘柄」といいます。）の
償還金及び利金の支払いがあるときは、以下の事項に従って取り扱います。

①支払代理人が発行者からこれを受領したうえ、当社がお客さまに代わって
支払代理人からこれを受領し、お客さまが指定した預金口座（以下「指定
口座」といいます。）に入金又はお客さまのご請求に応じて当社からお客
さまにお支払いします。

②上記①の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからの申し
込みがあり、当社が認めた場合は、お客さまの振替決済口座に記載又は記
録がされている一般債（差し押さえを受けたものその他の法令の規定によ
り抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。）のうち、機構関与銘
柄の利金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に振
替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。

66.（機構非関与銘柄の振替の申請）
お客さまの口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄（機構の社債等に関

する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいい
ます。）について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、
その旨をお申し出ください。
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67.（社債的受益権の取扱いに関する各規定の読み替え）
この約款における社債的受益権（機構の社債等に関する業務規程に規定する「特

定目的信託の社債的受益権」をいいます。）の取扱いは、下表のとおり読み替え
ます。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

63.
利子支払期日 配当支払期日
各社債の金額 各社債的受益権の金額

65.

償還金（繰上償還金及び定時
償還金を含みます。また、金
銭に代えて金銭以外の財産
をもって償還する場合にお
ける当該金銭以外の財産を
含みます。以下同じ。）

償還金（繰上償還金及
び定時償還金を含みま
す。以下同じ。）

元利金 償還金及び配当
54. ④、65. 及び 66. 利金 配当

第４節　投資信託受益権振替決済取引

68．（この節の趣旨）
この節は振替有価証券のうち投資信託受益権（上場投資信託受益権を除きま

す。）の取り扱いについて定めるものです。

69.（振替の申請）
⑴　お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権につ

いて、次の各号に定めるものを除き、当社に対し、振替の申請をすることが
できます。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁

止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定め

るもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振

替を行うことを申請内容とするもの（当社の口座を振替先とする振替の申
請を行う場合を除きます。）

④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間（以
下「振替停止期間」といいます。）中の営業日において振替を行うことを
申請内容とするもの（当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を
除きます。）

⑤償還日翌営業日において振替を行うことを申請内容とするもの（振替を行
おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行
う場合を除きます。）

⑥販社外振替（振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等で
ある振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいま
す。）を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行
うことを申請内容とするもの
イ、収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営

業日（振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きま
す。）

ロ、	 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ、	 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日（当社の口座を振替

先とする振替の申請を行う場合を除きます。）
ニ、償還日前営業日（当該営業日が振替停止期間に該当しない場合におい

ては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きま
す。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口
座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。）

ホ、償還日
ヘ、償還日翌営業日

⑦　振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取り扱いをして
いない等の理由により、振替を受け付けないもの

⑵　お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その７営業日前までに、次に
掲げる事項について当社所定のお手続きを行ってください。
①当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益

権の銘柄及び口数
②お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有

口か質権口かの別
③振替先口座及びその直近上位機関の名称
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④振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口
かの別

⑤振替を行う日
⑶　上記⑵①の口数は、１口の整数倍（投資信託約款に定める単位（同約款に

おいて複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座
管理機関が指定した一部解約単位）が１口超の整数の場合は、その単位の整
数倍とします。）となるよう提示しなければなりません。

⑷　振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記⑵③の提示は
必要ありません。また、同④については、「振替先口座」を「お客さまの振
替決済口座」として提示してください。

⑸　当社に投資信託受益権の買い取りを請求される場合には、上記⑴から⑷の
お手続きを待たずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱
います。

70.（抹消申請の委任）
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客さまの

請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権
について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関するお手続き
を委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客さまに代わって
お手続きさせていただきます。

71.（償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等）
⑴　振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権（差し押さえを受

けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除
きます。）の償還金（繰上償還金を含みます。）、解約金及び収益分配金の支
払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀
行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払
いします。

⑵　上記⑴の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからの申し
込みがあり、当社が認めた場合は、お客さまの振替決済口座に記載又は記録
がされている投資信託受益権（差し押さえを受けたものその他の法令の規定
により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。）の収益分配金の全
部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開
設している他のお客さまに配分します。

72．（振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意）
振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託受益権について、振替法

に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例投資信託受益権の受
益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は
記録に関する機構への申請についてお客さまから代理権を付与された投資信託委
託会社からの委任に基づき、下記①、②に掲げる諸手続き等を当社が代わって行
うこと並びに下記③、④に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り
扱います。

①振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められ
た振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請

②その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となるお手続き等（受
益証券の提出など）

③振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座（自己口）
を経由して行う場合があること

④振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替
法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款
の規定により管理すること

第５節　株式等振替決済取引

73．（この節の趣旨）
この節は振替有価証券のうち振替株式等の取扱いについて定めるものです。

74.（加入者情報の取り扱いに関する同意）
当社は、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お

客さまの加入者情報（氏名、住所、生年月日、その他機構が定める事項。以下同じ。）
について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構
に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

75.（加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意）
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報（生年月日を除きます。）の内

容は、機構を通じて、お客さまが他の口座管理機関に振替決済口座を開設してい
る場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同
意いただいたものとして取り扱います。
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76.（個人番号情報の取扱いに関する同意）
当社は、お客さまの個人番号情報（氏名、住所、個人番号）について、株式等

の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、当該情報を機構へ通知
し、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知します。

77.（発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届け出）
⑴　当社は、お客さまが、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の

届け出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いた
だいたものとして取り扱います。

⑵　上記⑴の発行者に対する届け出の取次ぎは、お客さまが新たに取得した振
替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資
口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について
は、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたも
のとして取り扱います。
①総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資

主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知（下
記 102．において「総株主通知等」といいます。）

②個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
③株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求（下

記 89. ⑵に規定する書面交付請求をいいます。）

78.（発行者に対する振替決済口座の所在の通知）
当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第１項に規定する公告をした場

合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客さまが同法第 198 
条第１項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、
機構がお客さまの振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知すること
につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

79.（振替制度で指定されていない文字の取り扱い）
お客さまが当社に対して届け出を行った氏名又は住所のうちに振替制度で指定

されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換する
ことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

80.（振替の申請）
⑴　お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、

次の各号に定めるものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができま
す。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁

止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定め

るもの
③機構の定める振替制限日を振替日とすることを申請内容とするもの

⑵　お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その４営業日前までに、次に
掲げる事項について当社所定のお手続きを行ってください。
①当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の

銘柄及び数量
②お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有

欄か質権欄かの別
③上記②の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄で

ある場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、
新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先
出資者又は受益者（以下本条において「株主等」といいます。）の氏名又
は名称及び住所並びに①の数量のうち当該株主等ごとの数量 

④特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者（以下本条に
おいて「特別株主等」といいます。）の氏名又は名称及び住所並びに①の
数量のうち当該特別株主等ごとの数量

⑤振替先口座
⑥振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄

かの別
⑦上記⑥の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合

には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称
及び住所並びに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人
であること等

⑧振替を行う日
⑶　上記⑵①の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振

替上場投資信託受益権の１口の整数倍となるよう提示しなければなりませ
ん。

⑷　振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記⑵⑤の提示は
必要ありません。また、同項⑥については、「振替先口座」を「お客さまの
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振替決済口座」として提示してください。
⑸　当社に振替株式等の買い取りを請求される場合、上記⑴から⑷のお手続き

を待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
⑹　上記⑵の振替の申請（振替先口座が保有欄であるものに限ります。）を行う

お客さまは、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益
権又は振替受益権を上記⑵⑤の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り
渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投
資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、
優先出資者又は受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替
先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。

81.（登録質権者となるべき旨のお申し出）
お客さまが質権者である場合には、お客さまの振替決済口座の質権欄に記載又

は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資につ
いて、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者
となるべき旨のお申し出をすることができます。

82.（担保株式等の取り扱い）
⑴　お客さまは、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保

の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信
託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主のお申し出、特別
投資主のお申し出、特別優先出資者のお申し出又は特別受益者のお申し出を
することができます。

⑵　お客さまは、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者であ
る場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は
記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、
担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受
益権（以下「担保株式等」といいます。）の届け出をしようとするときは、当
社に対し、担保株式等の届け出の取次ぎの請求をしていただきます。

⑶　お客さまは、担保株式等の届け出の記録における振替元口座又は振替先口
座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除
等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量又は口数につ
いての記載又は記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対
する担保株式等の届け出の記録の解除の届け出の取次ぎの請求をしていただ
きます。

83.（担保設定者となるべき旨のお申し出）
⑴　お客さまが質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の

お申し出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に
記載又は記録されている質権の目的である振替株式等（登録質の場合は振替
株式、振替投資口又は振替優先出資）について、当社に対し、振替株式等の
質権設定者（登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又
は登録優先出資質権設定者）となるべき旨のお申し出の取次ぎを請求するこ
とができます。

⑵　お客さまが特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろ
うとする場合で、担保権者となる者にその旨のお申し出をしようとするとき
は、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担
保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受
益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優
先出資者又は特別受益者となるべき旨のお申し出の取次ぎを請求することが
できます。

84.（信託の受託者である場合の取り扱い）
お客さまが信託の受託者である場合であって、当社が認めるときには、お客さ

まは、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社
に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
振替決済口座への記載又は記録については、当社の定める方法によりお取り扱い
いたします。

85.（振替先口座等の照会）
⑴　当社は、お客さまから振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客さま

からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構
に登録されているか否かについての照会をすることがあります。

⑵　お客さまが振替株式等の質入れ、担保差し入れ又は株式買取請求、投資口
買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資
口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先
口座を開設する口座管理機関がお客さまから同意を得ているときは、当該口
座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録
されているか否かについての照会をすることがあります。
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⑶　お客さまが当社に対する振替株式等の質入れ又は担保差し入れのために振
替の申請をしようとする場合であって、当社がお客さまから同意を得ている
ときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登
録されているか否かについての照会をすることがあります。

86.（振替新株予約権付社債の元利金請求の取り扱い）
⑴　お客さまは、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約

権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとし
ます。

⑵　お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社
債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、
当社がお客さまに代わって支払代理人からこれを受領し、お客さまのご請求
に応じて当社からお客さまにお支払いします。

⑶　上記⑵の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからの申し
込みがあり、当社が認めた場合は、お客さまの振替決済口座に記載又は記録
がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客さまがあ
らかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客さまに配
分します。

87.（振替新株予約権付社債の償還又は繰上償還が行われた場合の取り扱い）
お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、

振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる
場合には、お客さまから当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資
信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。

88.（振替株式等の発行者である場合の取り扱い）
お客さまが振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、

お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされているお客さまの発行する振替株
式、振替投資口又は振替優先出資（差し押さえを受けたものその他の法令の規定
により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。）について、当社に対し、
一部抹消の申請をすることができます。

89.（個別株主通知等の取り扱い）
⑴　お客さまは、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知のお申し

出（振替法第 154 条第４項に基づくお申し出をいいます。）の取次ぎの請求
をすることができます。

⑵　お客さまは、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法
第 325 条の５第１項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信
託及び投資法人に関する法律第 94 条第１項に基づく投資主総会資料の書面
交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 40 条第４項に基
づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができま
す。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基
準日までに行っていただく必要があります。

⑶　上記⑵の場合は、当社所定の手続料をいただく場合があります。

90.（単元未満株式の買取請求等）
⑴　お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されて

いる単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売
渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの
請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができ
ます。ただし、機構が定める取次ぎ停止期間は除きます。

⑵　上記⑴の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株
式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取
次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等について
は、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその
取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した
日に請求の効力が生じます。

⑶　お客さまは、上記⑴の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求
を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定す
る振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。

⑷　お客さまは、上記⑴の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求
を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を
通じて行っていただきます。

⑸　お客さまは、上記⑴の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの
請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者
の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。

⑹　上記⑴の場合は、所定の手続料をいただきます。
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91.（会社の組織再編等に係るお手続き）
⑴　当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、

株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定める
ところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行
います。

⑵　当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全
部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客さまの振
替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。

92.（振替上場投資信託受益権の併合等に係るお手続き）
⑴　当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めると

ころにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行い
ます。

⑵　当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替
決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。

93.（振替受益権の併合等に係るお手続き）
⑴　当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、

お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
⑵　当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客さ

まの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。

94.（振替上場投資信託受益権等の抹消手続き）
⑴　振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替

受益権について、お客さまから当社に対し抹消の申請が行われた場合には、
機構が定めるところに従い、お客さまに代わってお手続きさせていただきま
す。

⑵　振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には
抹消の申請をすることはできません。

95.（配当金等に関する取り扱い）
⑴　お客さまは、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受け

た口座（以下「預金口座等」といいます。）への振り込みの方法により配当
金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配
当金又は分配金を受領する預金口座等の指定（以下「配当金等振込指定」と
いいます。）の取次ぎの請求をすることができます。

⑵　お客さまは、当社を経由して機構に登録した一の預金口座等（以下「登録
配当金等受領口座」といいます。）への振り込みにより、お客さまが保有す
るすべての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法（以下「登録配当金等受
領口座方式」といいます。）又はお客さまが発行者から支払われる配当金又
は分配金の受領を当社に委託し、発行者が当該委託に基づいて、当社がお客
さまのために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量

（当該発行者に係るものに限ります。）に応じて当社に対して配当金又は分配
金の支払いを行うことにより、お客さまが配当金又は分配金を受領する方式

（以下「株式数等比例配分方式」といいます。）を利用しようとする場合には、
当社に対し、その旨を示して上記⑴の配当金等振込指定の取次ぎの請求をし
ていただきます。

⑶　お客さまが上記⑵の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振
込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただ
いたものとして取り扱います。
①お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る

配当金又は分配金の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定
する者に委託すること。

②お客さまが振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合に
は、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録され
た振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機
関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委
託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知す
ることについては、当社に委託すること。

③当社は、上記②により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知につい
ては、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行う
こと。

④お客さまを代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は
名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金
融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領
割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構
が発行者に通知すること。

⑤発行者が、お客さまの受領すべき配当金又は分配金を、機構が上記④によ
り発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当
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該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅する
こと。

⑥お客さまが次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利
用することはできないこと。
イ、機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配

金の受領をしない旨の届け出をした口座管理機関の加入者
ロ、機構加入者
ハ、他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式（当該株式の銘

柄が振替株式であるものに限ります。）の名義人である加入者、当該
株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又
は会社法第 225 条第１項の規定により当該株券喪失登録がされてい
る株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者

⑷　登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用している
お客さまは、配当金等振込指定の単純取次ぎ（登録配当金等受領口座方式及
び株式数等比例配分方式以外の配当金等振込指定をいいます。）を請求する
ことはできません。

96.（振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等）
⑴　当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の

規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎのお手続きを行
います（信託財産の発行者が所在する国又は地域（以下「国等」といいます。）
の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことが
できない場合を除きます。）。なお、当該転換により取得した信託財産につい
ては、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあり
ます。

⑵　当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約
及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取
次ぎのお手続きを行います（信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣
行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合
を除きます。）。

97.（振替受益権の信託財産の配当等の処理）
振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等（新

株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割り当てを受ける権利
をいいます。以下同じ。）その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、
処理することとします。

98.（振替受益権の信託財産に係る議決権の行使）
振替受益権の信託財産に係る株主総会（受益者集会を含む。以下同じ。）におけ

る議決権は、お客さまの指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。た
だし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。

99.（振替受益権に係る議決権の行使等）
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申し立てについて

は、信託契約に定めるところによりお客さまが行うものとします。

100.（振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等）
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類等、事業報告書その他配当、

新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報
告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行いま
す。

101．（振替受益権の証明書の請求等）
⑴　お客さま（振替受益権者である場合に限ります。）は、当社に対し、振替

口座簿のお客さまの口座に記載又は記録されている当該振替受益権について
の振替法第 127 条の４第３項各号に掲げる事項を証明した書面（振替法第 
127 条の 27 第３項に規定する書面をいいます。）の交付を請求することが
できます。

⑵　お客さまは、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還す
るまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、
振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。

102．（総株主通知等に係る処理）
⑴　当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、

株主確定日（振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、
振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資
主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組
織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託
受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。）



－ 20 －

における株主（振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振
替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替
新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先
出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっ
ては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質
権者となるべき旨のお申し出をした場合を含みます。以下「通知株主等」と
いいます。）の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有す
る振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。

⑵　機構は、上記⑴の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等
の対象となる銘柄である振替株式等の発行者（振替上場投資信託受益権に
あっては発行者及び受託者。以下この条において同じ。）に対し、通知株主
等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、
その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株
主等として報告したお客さまについて、当社又は他の口座管理機関から通知
株主等として報告しているお客さまと同一の者であると認めるときは、その
同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量に
よって、通知を行います。

⑶　機構は、発行者に対して通知した上記⑵の通知株主等に係る事項について、
株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容
を通知します。

⑷　当社は振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めると
ころにより、お客さまの氏名及びその他機構が定める情報が、総受益者通知
において、発行者に対して提供されることにつき、お客さまにご同意いただ
いたものとして取り扱います。

103.（振替新株予約権等の行使請求等）
⑴　お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されて

いる振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の
取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交
付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要
と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはでき
ません。

⑵　お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されて
いる振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該
新株予約権行使請求に係る払い込みの取次ぎの請求をすることができます。
ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株
主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの
請求を行うことはできません。

⑶　お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されて
いる振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求
及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることが
できます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資
口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予
約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。

⑷　上記⑴、⑵及び⑶の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約
権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る
払い込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機
構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合には、
機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。

⑸　お客さまは、上記⑴、⑵及び⑶に基づき、振替新株予約権付社債、振替新
株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使
請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予
約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振
替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任してい
ただくものとします。

⑹　お客さまは、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権につ
いて新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社
に対し、発行者の指定する払い込み取扱銀行の預金口座への当該新株予約権
行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振り込みを委託していただくも
のとします。

⑺　お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社
債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間
又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新
株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。

⑻　お客さまは、当社に対し、上記⑴の請求と同時に当該請求により生じる単
元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が
定める取次ぎ停止期間は除きます。

⑼　上記⑴から⑻の場合は、所定の手続料をいただきます。
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104.（振替新株予約権付社債等の取り扱い廃止に伴う取り扱い）
⑴　振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の機構の

取り扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新
投資口予約権証券を発行するときは、お客さまは、当社に対し、発行者に対
する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請
求の取次ぎを委託していただいたものとします。また、当該新株予約権付社
債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客さまに代わっ
て受領し、これをお客さまに交付します。

⑵　当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権
の取り扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取り扱い廃止日にお
けるお客さまの氏名及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、
ご同意いただいたものとして取り扱います。

105.（振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求）
⑴　お客さま（振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。）は、当社

に対し、振替口座簿のお客さまの口座に記載又は記録されている当該振替新
株予約権付社債についての振替法第 194 条第３項各号に掲げる事項を証明
した書面（振替法第 222 条第３項に規定する書面をいいます。）の交付を請
求することができます。

⑵　お客さまは、上記⑴の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還
するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社
債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。

⑶　上記⑴の場合は、所定の手続料をいただきます。

106.（振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求）
⑴　お客さまは、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座に記

載又は記録されている事項を証明した書面（振替法第 277 条に規定する書
面をいいます。）の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供す
ることを請求することができます。

⑵　当社は、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座について、発行者等の
利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示し
て、お客さまの口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又
は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたとき
は、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項
を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をし
ます。

⑶　上記⑴の場合は、所定の料金をいただきます。

107.（機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同
意）

機構から当社に対し、お客さまの氏名の変更があった旨、住所の変更があった
旨又はお客さまが法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場
合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合に
は、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更
することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

108．（解約）
下記①から③のいずれかに該当する場合においてお客さまが契約を解約すると

きには、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済
口座へお振り替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済
口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきま
す。

①お客さまの振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされてい
る場合

②お客さまが融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に
担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新
株予約権者、新投資口予約権者もしくは受益者として記載もしくは記録さ
れている場合、お客さまが他の加入者による特別株主のお申し出、特別投
資主のお申し出、特別優先出資者お申し出もしくは特別受益者のお申し出
における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であ
る場合、又は、お客さまが他の加入者による反対株主の通知、反対投資主
の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知もし
くは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新
株予約権付社債権者、反対新株予約権者もしくは反対新投資口予約権者で
ある場合

③お客さまの振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株
式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整
新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調
整受益権数に係る振替株式等についてお客さまの振替決済口座に増加の記
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載又は記録がされる場合

109.（個人情報の取扱い）
お客さまの個人情報（氏名、住所、生年月日、その他の機構が定める事項。以

下同じ。）の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づ
くこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者
並びに機構を通じて他の口座管理機関（以下「機構等」といいます。）に提供さ
れることがありますが、この約款の定めにより、お客さまの個人情報が機構等へ
提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

● 第８章　国内外貨建債券取引 ●

110.（本章の趣旨）
本章は、お客さまと当社との間で行う国内外貨建債券（日本国内で発行された

外貨建の債券（募集及び売出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされてい
るもの又は利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含み
ます。）をいいます。以下同じ。）の取引に関する取り決めです。

111.（受渡期日）
受渡期日はお客さまが当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算

して 3 営業日目とします。

112.（国内外貨建債券に関する権利の処理）
当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次に定めるところ

によります。
①当社に保管された国内外貨建債券の利子及び償還金（記名式債券に係る利

子及び償還金を除きます。以下同じ。）は、当社が代わって受領し、お客
さまあてに支払います。ただし、保護預かり契約又は振替口座管理契約に
基づいて当社に保管している有価証券の利子等のうち、国内外貨建債券の
利子又は償還金のうち外貨で支払われることとされているものについては
この取り扱いによらないものとします。また、支払い手続きにおいて、当
社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を
徴収されたときは、当該費用はお客さまの負担とし、当該利子又は償還金
から控除する等の方法によりお客さまから徴収します。

②国内外貨建債券に関し、株式の割当てを受ける権利又は新株予約権が付与
される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を上記①の規定
に準じて処理します。ただし、我が国の諸法令もしくは慣行等により又は
市場の状況により、当社が当該権利又は新株予約権の全部又は一部を売却
できないときは、当該全部又は一部の権利又は新株予約権はその効力を失
います。

③転換権付社債の転換権行使によりお客さまが指示しない場合には、別途当
社が交付した外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。

④国内外貨建債券に関し、上記①及び②以外の権利が付与される場合は、お
客さまが特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を
上記①の規定に準じて処理します。

⑤債権者集会における議決権の行使又は異議申し立てについては、お客さま
の指示に従います。ただし、お客さまが指示しない場合には、当社は議決
権の行使又は異議申し立てを行いません。

113.（外貨の受け払い等）
国内外貨建債券の取引にかかる外貨の授受は、原則としてお客さまが自己名義

で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替
の方法により行います。

114.（金銭の授受）
⑴　国内外貨建債券の取引に関して行う当社とお客さまとの間における金銭の

授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内でお客さまが指定する外貨によりま
す。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取り決め又は指定のな
い限り、換算日における当社が定めるレートによります。

⑵　上記⑴の換算日は、売買代金については約定日、上記 112．①から④ま
でに定める処理にかかる決済については当社がその全額の受領を確認した日
とします。

115.（諸報告書等）
当社は国内外貨建債券の取引に関し当社がお客さまあてに交付する諸報告書等

については、外国証券取引に使用されるもので取り扱うことができるものとしま
す。
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● 第９章　注文の受託 ●

116.（受託契約準則及び協会規則の適用）
⑴　当社は、お客さまから有価証券の売買のご注文をお受けする際には、各金

融商品取引所の定める受託契約準則及び日本証券業協会の定める規則に従い
ます。

⑵　上記⑴に特に定めのない有価証券等の取引については、当社の定めるとこ
ろにより取り扱います。

117.（前受金等）
⑴　有価証券の売買等のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ

当該ご注文に係る代金及びその執行に係る手数料等又は有価証券の全部又は
一部（以下「前受金等」といいます。）をお預けいただいたうえで、ご注文
をお受けいたします。

⑵　前受金等を全額お預けいただいていない場合には、取引所取引については
受託契約準則の定める時限までに、店頭取引については日本証券業協会規則
又は当社の定める時限までに、買付代金又は売付証券をご入金又はお引渡し
いただきます。

⑶　外国証券については上記⑴⑵のほか外国証券取引口座約款の定めるところ
に従います。

⑷　上記⑴から⑶以外の取引については、別に当社の定めるところに従います。

118.（受注できない場合）
⑴　お客さまから有価証券をお預かりする場合は、原則として、事前に事故証

券でないことを確認させていただきます。確認の結果、事故証券であったと
きは、当該有価証券をお預かりしたり、売却等のご注文をお受けしたりする
ことはできません。

⑵　募集又は売出しにかかる有価証券の買い付けのご注文をいただいたとき
は、事前に当該有価証券の目論見書等の交付（電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法による提供を含みます。本項に
おいて同じ。）を受けられたことを当社所定の方法により確認させていただ
きます。目論見書等の交付を受けられたことが確認できなかったときは、ご
注文はお受けできません。ただし、法令諸規則等の規定により目論見書等の
交付が必要でない場合は、この限りではありません。

⑶　上記⑴及び⑵の場合以外にも、当社がご注文をお受けするのが適当ではな
いと判断したときは、ご注文をお受けしない場合があります。

119.（注文内容の明示）
⑴　有価証券の売買等のご注文の際は、売買の種類、銘柄、売り買いの別、数量、

価格、注文の有効期限、市場の別、現物・信用の別、特定口座の適用の有無、
その他注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明
示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。

⑵　当社が必要と判断したときは、当社所定のお手続きをいただく場合があり
ます。

● 第 10 章　報告・連絡 ●

120.（取引のご報告）
当社はご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金商法第 

37 条の４等の規定に基づき、遅滞なく、契約締結時交付書面を交付いたします
（「金融商品取引業等に関する内閣府令」（以下この約款において「内閣府令」とい
います。）等に定める電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術
を利用する方法による提供を含みます。以下取引残高報告書について同じ。）。た
だし、法令諸規則等の規定に基づき交付を行わない場合があります。

121.（取引残高報告書）
⑴　当社は内閣府令第 98 条等の規定に基づき、四半期に１回以上、期間内の

お取引の内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書を残高照合のため
の報告内容を含めお客さまに交付いたします。

　　お取引がないお客さまは、残高がある場合には１年に１回交付いたします。
　　ただし、お客さまが請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交

付を受ける方法に代えるものとします。なお、この場合であっても、法令に
定める記載事項については、当該方法に代えて、定期的に取引残高報告書を
交付することがあります。

⑵　取引残高報告書を受領された場合は速やかにその内容をご確認ください。
⑶　当社からの報告書や連絡内容等、お取引に関する事項でご不審な点がある

ときは、速やかに当社取扱店の総務課長又はお客さま相談室までご連絡くだ
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さい。

122.（その他の連絡事項）
上記 121．のほか、当社は、保護預かり証券及び振替有価証券について、次

の事項をお客さまにお知らせします。
①名義書換又は提供を要する場合には、その期日
②混合保管中の債券について上記 39．の規定に基づき決定された償還額
③最終償還期限
④その他当社がお客さまにご報告すべきと判断する事項

123.（通知の効力）
お客さまのお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他

当社の責に帰することのできない事由により、延着し、又は到着しなかった場合
においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるも
のとします。

● 第 11 章　法令等遵守のための資料提出依頼、                            
お取引の制限及び解約 ●

124.（お客さま等情報の確認及び資料の提出、取引の制限等）
⑴　当社は、お客さまの職業・地位、事業の内容、国籍、取引目的、資産・収

入の状況、資金源その他当社が必要と判断した事項（以下「お客さま等情報」
といいます。）又は具体的な取引の内容等に関して、期限を指定して各種確
認や当社が信頼に足ると判断する資料の提出を依頼することがあります。ま
た、お客さまは、お客さま等情報に変更があった場合又は変更が予定されて
いる場合には、速やかに当社に届け出るものとします。

⑵　お客さまから正当な理由なく上記⑴の届け出がない場合、上記⑴の各種確
認や資料提出の依頼に対し何ら回答なく指定された期限が経過した場合、そ
の他お客さまがこの約款に違反し又はお客さま等情報もしくは具体的な取引
の内容等に照らしお客さまとの取引を継続することが不適切であると当社が
判断した場合には、入出金を含む取引の一部又は全部を制限又は停止するこ
とがあります。

⑶　上記⑴に定める各種確認や資料提出の依頼に対するお客さまの回答及び提
出資料の内容、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容その他の事情を考
慮して、当社が国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関
連する法令等、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した
場合には、入出金を含む取引の一部又は全部を制限又は停止することがあり
ます。

⑷　上記⑵⑶に定めるいずれの取引の制限等についても、お客さまからの合理
的な説明等にもとづき、取引の制限等をした事由が解消されたと当社が認め
る場合、当社は上記⑵⑶に基づく取引の制限等を解除します。

125.（解約事由）
次のいずれかに該当したときは、証券総合取引の全部又は一部は解約されるも

のとします。ただし、この約款に別段の定めがある取引については、本条に加え、
当該各別の規定によっても解約されるものとします。

①お客さまが当社所定の方法により解約をお申し出になったとき
　ただし、国内 CP について保護預かり口座に残高がある場合については、

保有する銘柄の満期日の７営業日前から満期日の間は、解約のお取り扱い
ができません

②上記３. ⑴③及び④で下記 132．による料金の計算期間が満了し、口座残
高がないとき

③お客さまが当社所定の手数料等を支払わないとき
④法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当社がお客さまに対し一定

の猶予期間をおいて解約を申し出たとき
⑤お客さまがこの約款に違反したとき
⑥お客さま（実質的な権利者が口座名義人でない場合には、実質的な権利者

を含みます。）が次のイからチに定める者（以下「反社会的勢力」といい
ます。）に該当し、当社が解約を申し出たとき
イ、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴

対法」といいます。）第２条第２号に規定する暴力団をいいます。）
ロ、暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいいます。）
ハ、	 暴力団準構成員（( ａ ) 暴力団との関係が疑われ、暴力的不法行為等（暴

対法第２条第１号に規定する暴力的不法行為等をいいます。以下この
条において同じ。）を行うおそれがある者、又は ( ｂ ) 暴力団・暴力団
員に対する資金・武器・環境・情報の供給・提供等、暴力団・暴力団
員の維持・運営・活動等への協力・関与・支援等が疑われる者をいい
ます。）
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ニ、	 暴力団関係企業（( ａ ) 暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・元暴力
団員が実質的にその経営に関与していることが疑われる企業、( ｂ ) 
資金提供等、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・元暴力団員の維持・
運営・活動等への協力・関与・支援等が疑われる企業、又は ( ｃ ) 業
務の遂行等に際し暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・元暴力団員の
利用が疑われる企業をいいます。）

ホ、	 総会屋等（総会屋・会社ゴロ等、企業等を対象に暴力的不法行為等を
行うおそれがある者をいいます。）

ヘ、	 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動・政治活動を仮装・標ぼう等して、
暴力的不法行為等を行うおそれがある者をいいます。）

ト、	 特殊知能暴力集団等（暴力団の威力・資金を用いる等、暴力団との関
係が疑われ、構造的な不正の中核となっている集団・個人をいいます。）

チ、	 上記イからトに定める者と社会的に非難されるべき関係を有する者、
その他上記イからトに定める者に準ずる者

⑦お客さまが、直接・間接を問わず、暴力的な要求行為、脅迫的な言動、法
的な責任を超えた不当な要求行為、詐術、風説の流布、偽計・威力を用い
た当社信用の毀損、業務妨害、反社会的勢力への協力・関与・支援、反社
会的勢力の利用等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申
し出たとき

⑧「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」その他の法令、
諸規則、市場慣行等の趣旨に照らして、当社がお客さまとの取引の継続が
好ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出たとき

⑨お客さまが当社に対し、直接・間接を問わず、虚偽の申告を行い、当社が
解約を申し出たとき

⑩お客さまが当社に対し、直接・間接を問わず、同じ趣旨・内容の申し入れ
を合理的な理由なく繰り返し行い、当社が解約を申し出たとき

⑪お客さまが当社に対し、直接・間接を問わず、威迫的な言動を合理的な理
由なく繰り返し行い、当社が解約を申し出たとき

⑫お客さまが当社に対し、直接・間接を問わず、謝罪文などの文書の提出を
合理的な理由なく繰り返し要求し、当社が解約を申し出たとき

⑬お客さまが、交渉・相談・話合等に関する時期・頻度・媒体・手段等につ
いての当社からの申し入れ（交渉・相談・話合等の時間・場所の限定、書
面等媒体の限定、面談・電話・電子メール等による直接の接触の禁止、裁
判所や第三者機関でのお手続きへの限定等）に対し、直接・間接を問わず、
合理的な理由なく拒絶し、当社が解約を申し出たとき

⑭お客さまが当社従業員に対し、直接・間接を問わず、合理的な理由なく直
接面談・電話・郵便・電子メール等で接触・面談・交渉し、当社が解約を
申し出たとき

⑮お客さまが行政機関・報道機関・関連会社・株主等の第三者に対し、直接・
間接を問わず、合理的な理由なく当社業務に関する苦情を繰り返し申し立
て、当社が解約を申し出たとき

⑯お客さまが、直接・間接を問わず、当社におけるお客さま名義の口座を利
用して、金商法その他の法令、諸規則、市場慣行等の趣旨に照らして、好
ましくない取引を行った場合で、当社が解約を申し出たとき

⑰お客さまの連絡先が不明な場合、お客さまが当社からの連絡を拒否する場
合、その他当社がお客さまに連絡できなくなった場合で、当社が解約を申
し出たとき

⑱お客さまの事情により、当社が、「犯収法」に基づく取引時確認が完了で
きないとき、又はお客さまより上記 124. に定める確認又は資料の提出が
ないとき

⑲当社が法令で定める本人確認等を行うにあたってお客さまについて確認し
た事項及び上記 124．に定めるお客さま等情報又は具体的な取引の内容
に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかに
なったとき

⑳お客さまの口座が国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策
に関連する法令等、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用さ
れ、又はそのおそれがあると合理的に認められるとき

�当社が該当する契約に関する業務を営むことができなくなったとき、又は
当該業務を終了したとき

�やむをえない事由により、当社が証券総合取引の全部又は一部の解約を申
し出たとき

126.（解約時の取り扱い）
各契約が解約となった場合のお手続きは、以下のとおりといたします。

①各契約が解約となった場合、当社所定の方法により、お預かりしている現
金、証券等を返還します。

②お預かりしている証券のうち、本券による返却が困難なもの等については、
当社所定の方法によりお客さまのご指示によって、決済、換金等したうえ、
その代金を返却します。また、振替有価証券については、お客さまの指定
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する口座管理機関への振替を行います。お客さまは、解約後速やかに、か
かる指示又は指定その他必要なお手続きを行うものとします。

③上記①及び②のお手続きにより発生した費用等（振替遅延の場合の手数料
相当額等を含みます。）について、当社は手数料としてお客さまに請求す
ることがありますので、ただちにお支払下さい。

④当社は上記③の手数料について、売却代金等の預かり金があるとき、又は
ＭＲＦの残高があるときは、それから充当することがあります。また、手
数料のお支払いがないときは、保護預かり証券又は振替有価証券の償還金、
解約金等、収益の分配金又は利金のお支払の請求又はお取引の執行に応じ
ないことがあります。

⑤上記①から④までに拘らず、当社は、国内外のマネー・ローンダリング及
びテロ資金供与対策に関連する法令等、又は経済制裁関係法令等の遵守の
ために必要であると合理的に判断する場合には、上記 124. に定める取引
の制限等に準じた措置をとることができるものとします。

● 第 12 章　情報の取り扱い ●

127.（情報の取り扱いに関する基本ルール）
⑴　当社は、お客さまの情報の取り扱いに関し、「『個人情報の保護に関する法

律』に基づく公表事項」又は「個人情報のお取り扱いについて」（以下総称
して「公表事項」といいます。）を公表します。

⑵　お客さまの情報は、公表事項に基づいて取り扱われます。公表事項は、当
社ホームページ（https://www.mizuho-sc.com/）でご確認ください。

⑶　本章では、公表事項に関し、特に確認すべき事項を定めます。
⑷　この約款に規定する事項と公表事項について、改訂時期がずれた場合など、

両者の内容が一致しない場合があります。その場合には、この約款に別段の
定めがない限り、公表事項に記載された内容が優先します。

128.（情報の共同利用）
⑴　当社は、公表事項の定めるところに従い、お客さまの情報をみずほフィナ

ンシャルグループ内で共同利用します。
⑵　お客さまの情報を共同利用する者の範囲は、株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ並びに同社の有価証券報告書等に記載する連結子会社及び持分法
適用関連会社（本条において「みずほフィナンシャルグループ」といいます。）
とします。

⑶　上記⑴及び⑵の規定にかかわらず、金商法など、関係法令等により共同利
用が制限されている場合には、その法令等に則った取り扱いといたします。

⑷　当社は、以下の利用目的で、お客さまの情報を共同利用します。
①各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため
②各種商品やサービス等のお申し込み、継続的なご利用、ご提供等に際して

の判断のため
③各種リスクの把握及び管理など、みずほフィナンシャルグループとしての

経営管理業務を適切に遂行するため

129.（個人データの第三者提供に関する同意）
⑴　当社は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客

さまの情報（住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する有価証券等の数量そ
の他当該場合に応じて必要な範囲に限ります。）を提供することがあります。
①訴訟、税務調査、金融行政、市場監督、犯罪捜査等を目的とした、法令等

に基づく調査が行われる場合
　当該調査・監督業務を実際に担当する政府、所轄官庁、規制当局、裁判所、

金融商品取引業協会、金融商品取引所又はこれらの者から当該手続きに係
る委任を受けた者

②上記①の定めのほか、法令諸規則等（適用ある外国の法令諸規則等を含み
ます。以下この号において同じ。）を遵守するために必要な場合

　法令諸規則等を遵守するために情報を提供すべき機関又はこれらの者から
当該手続きに係る委任を受けた者

⑵　米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税
務コンプライアンス法（以下「ＦＡＴＣＡ」といいます。）上の報告対象と
して米国における納税義務のある自然人に該当する場合及び該当する可能性
があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客
さまの情報（氏名、住所、米国納税者番号及び口座番号、口座残高、口座に
発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報）を米国税務当局に
提供することがありますが、別段のお申し出がない限り、この約款の定めに
より、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意し
ていただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護
に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト（https://
www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf ）に掲載しておりますのでご
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参照ください。また、米国税務当局においては、ＯＥＣＤプライバシーガイ
ドライン８原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。

● 第 13 章　雑　則 ●

130.（免責事項）
当社は、次により生じた損害については、その責を負いません。

①当社所定の証書等に捺印された印影とお届け出の印鑑とを相当の注意を
もって照合し、相違ないものと認めてお預かりした有価証券又は金銭を返
還したことにより生じた損害

②当社が上記 22．により金銭を指定預貯金口座へ振り込んだ後に発生した
損害

③当社所定のお手続きによる返還もしくは振替のお申し出がなかったため、
又は印影がお届け出の印鑑と相違するためお預かりした有価証券又は金銭
を返還又は振替しなかったことにより生じた損害

④保護預かり証券についてお預かり当初から、瑕疵又はその原因となる事実
があったことにより生じた損害

⑤電信又は郵便の誤謬や遅延等、当社の責に帰することができない事由によ
り生じた損害

⑥天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場（証券取引に係る
市場及び外国為替市場を含みますが、これに限られません。下記⑦におい
て同じ。）の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、この約款
に定める事項、売買の執行、金銭及び有価証券の授受又は寄託のお手続き
等が遅延又は不能となったことによる損害

⑦金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、当社が取引に応じられないことに
よって生じた損害

⑧上記 122．①のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義
書換等のお手続きにつきご依頼がなかった場合に生じた損害

⑨第 11 章又は下記 133. に基づき、当社が取引の制限等又は口座の解約も
しくは閉鎖等の措置をとったことにより生じた損害

⑩下記 131．⑴から⑷による届け出の前に生じた損害
⑪上記 47．又は 55．の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた

損害

131.（届出事項の変更）
⑴　この約款に定める当社へのお届出事項に変更があったときは、お客さまは

当社所定のお手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。
⑵　この約款に基づいて当社に届出印として登録していただいた印鑑の印章を

紛失した場合には直ちに当社所定の方法によりお届出ください。
⑶　お客さまについて、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判又は任意

後見監督人の選任が家庭裁判所によりなされたときは、直ちにその旨を当社
所定の方法によりお届け出ください。

⑷　お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、当社所定の方法によ
り直ちにお届け出ください。
①お客さまが差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分

を受けた場合
②お客さまが民事再生手続開始、破産手続開始、その他これらに類する申立

てを受け、又は自ら申立てた場合
③お客さまが手形交換所又は電子記録債権法第２条第２項に規定する電子債

権記録機関の取引停止処分を受けた場合
⑸　上記⑴から⑷のお申し出があったときは、当社は、戸籍謄本、住民票、印

鑑証明書等の書類及びその他当社が必要と認めた書類をご提出又は個人番号
カード等をご提示いただくこと等があります。この場合に、印鑑証明書がな
いときは、当社の認める保証人の印鑑証明書のご提出を求めることがありま
す。

⑹　上記⑴から⑷によりお届けがあった場合は、当社は相当のお手続きを完了
するまでは、お取引による金銭の支払い、有価証券の返還、振替有価証券の
振替又は抹消、契約の解約のご請求等には応じません。この間、相当の期間
を置き、また、保証人を求めることがあります。

132.（諸料金等）
⑴　当社は、お客さまが口座を設定したときは、その設定時及び当該口座設定

後１年を経過するごとに当社所定の手数料をいただくことがあります。
⑵　当社は、上記⑴の場合において、売却代金等の預かり金があるとき、又は

ＭＲＦの残高があるときは、当社の定める順序でそれらから充当することが
あります。また、手数料のお支払いがないときは、上記 3．で定めるお取り
引きについて応じないことがあります。

⑶　上記⑴の料金の計算期間の中途で契約を解除された場合は、上記⑴の手数
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料はお返ししません。ただし、次の場合には、それぞれに定める金額をお返
しします。
①上記 125．により上記⑴の手数料の計算期間中の中途で契約を解約する

場合は、上記⑴の手数料から口座を設定していた期間（契約を解除した月
を除き月数で計算します。）に相当する額を控除した金額

②上記⑴の規定に基づき３年を計算期間とする手数料（割引料金）をお支払
いになった場合において、その計算期間の中途で契約を解除されたときは、
お支払いになった料金から口座を設定していた期間（契約を解除した月を
含め、１年未満は１年に切上げて計算します。）に相当する額（割引料金
で計算します。）を控除した金額

⑷　お客さまの指示による特別の取り扱いについては、当社の要した実費をそ
の都度当社に支払うものとします。

133.（不稼働口座の取り扱い）
当社は、お客さまの口座で相当な期間お取引がない場合には、お客さまに通知

することなく、口座を閉鎖又はお取引（入出金を含みます。）の全部もしくは一
部を制限させていただくことがあります。

134.（合意管轄）
お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社の本店又は支

店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

135.（法令等の遵守）
⑴　お客さまは、当社との間で行う取引に関しましては、金商法、関係法令、

諸規則等及び当社の社内規則に従うものとします。
⑵　お客さまは、上記 125．⑥に定める反社会的勢力に該当しないこと、上

記 125．⑦に定める行為を行わないこと、当社に預け入れる資産が犯収法
に定める「犯罪による収益」に該当しないこと、並びにマネー・ローンダリ
ング又はテロ資金供与に関与する者及び国内外の経済制裁対象者との取引を
行わないことを確約するものとします。

136.（この約款の変更）
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生

じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並
びにその効力発生時期は、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法によ
り周知します。

付　則　この改正は、2025 年 2 月 17 日から施行します。� 以上
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ＭＲＦ自動継続投資約款
（マネー・リザーブ・ファンド）

第１条（約款の趣旨）
　この約款は、お客さまとみずほ証券株式会社（以下「当社」といいます。）と
の間の、第２条第１項に掲げるＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）受益権（以
下「ＭＲＦ」といいます。）の累積投資に関する取り決めです。
　当社は、この約款に従ってＭＲＦの累積投資の委任に関する契約をお客さまと
締結いたします。
２．お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関
する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「みずほ証券の証券総合取引約款」
その他の当社が定める契約条項及び法令によります。

第２条（申込方法）
お客さまは、「みずほ証券の証券総合取引約款」２．に基づき、次に掲げるい

ずれか１つの MRF を申し込むものといたします。
MRF の種類 取得する受益権（委託会社）

MHAM の MRF MHAM の MRF 受益権（アセットマネジメント
One 株式会社）

新光 MRF 新光 MRF 受益権（アセットマネジメント One 株
式会社）

２．お客さまは、当社所定のお手続きにより契約を申し込むものといたします。
ただし、既に他の累投コース（財形及びミリオン（従業員積立投資プラン）を除
きます。）において上記方法により申し込みが行われ契約が締結されているとき
は、第１回目の払込金の払い込みをもって契約の申し込みが行われたものとしま
す。
３．契約が締結されたときは、当社は直ちにＭＲＦ累積投資口座を設けます。

第３条（金銭の払い込み）
　お客さまは、ＭＲＦの取得にあてるため、１回の払い込みにつき１円以上の金
銭（以下「払込金」といいます。）を当社所定の方法によりその口座に払い込む
ことができます。
２．お客さまの口座に当日他の目的で使用することのない円貨の金銭が存在する
ことを確認した場合、特にお客さまからのお申し出がない限り、次の区別に応じ
て当該各号に定める時期に、当該金銭でお客さまのために MRF の買い付けを行
います。

①営業日の正午より前に当該金銭の存在を確認した場合　当日の買い付け
②①に該当しない場合　翌営業日の買い付け

第４条（取得の時期及び価額）
　当社は、お客さまから取得の申し込みがあった日の正午までに払込金の受け入
れを当社が確認できたものについては申込日の当日に、正午を過ぎて申込日の翌
営業日までに払込金を受け入れるものについては申込日の翌営業日に、ＭＲＦを
お客さまに代わって取得します。ただし、払込金を申込日の正午までに受け入れ
ようとする場合において申込日の前日の基準価額が当初設定時の１口の元本価額

（１口＝１円）を下回っているときは、取得の申し込みに応じないものとします。
　なお、上記の「払込金の受け入れを当社が確認できた」場合とは、取扱店内に
おいて入金が確認され、かつ入金に基づき所定の事務処理を完了した場合に限り
ます。
２．前項の取得価額は、取得日の前日の基準価額といたします。
３．申込日の正午を過ぎて払込金を受け入れた場合において、申込日の翌営業日
の前日の基準価額が当初設定時の１口の元本価額（１口＝１円）を下回ったとき
は、第１項及び前項の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に取得に
かかる基準価額（営業日の前日の基準価額）が当初設定時の１口の元本価額（１
口＝１円）に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に、ＭＲＦ
をお客さまに代わって取得します。
４．取得されたＭＲＦの所有権並びにその元本又は果実に対する請求権は、当該
取得日からお客さまに帰属するものといたします。

第５条（受益権の管理）
この契約によって取得されたＭＲＦは、株式会社証券保管振替機構の定めると

ころにより、この契約及び「みずほ証券の証券総合取引約款　第７章　振替決済
取引」に基づき振替口座簿へお客さまの口数を記載することにより管理します。
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第６条（果実の再投資）
　前条の管理にかかるＭＲＦの果実は、前月の最終営業日（その翌日以降に取得
した場合については、当該取得日）から当月の最終営業日の前日までの分を、当
月の最終営業日にお客さまに代わって当社が受領のうえ、当該お客さまの口座に
繰り入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額でＭＲＦをお客さ
まに代わって取得します。
２．当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定時の１口の元本価額（１口＝
１円）を下回ったときは、前項の規定にかかわらず、最終営業日以降、最初に取
得にかかる基準価額（営業日の前日の基準価額）が当初設定時の１口の元本価額

（１口＝１円）に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に、Ｍ
ＲＦをお客さまに代わって取得します。

第７条（返還）
　当社は、お客さまからＭＲＦの返還の請求を正午以前に受け入れ、かつ申込日
の受け取りをお申し出されたときは当日を、正午を過ぎて受け入れたとき又は正
午以前に受け入れ、翌営業日の受け取りをお申し出されたときは翌営業日をお支
払日（以下「受渡日」といいます。）として換金のうえ、その代金をお支払いす
ることにより返還いたします。
２．前項の換金価額は、受渡日の前日の基準価額といたします。
３．第１項の換金にかかるＭＲＦについての取得日（前月以前の取得分について
は前月の最終営業日）から受渡日の前日までの決算分の果実は、この契約を解除
される場合を除き、換金代金とともにはお支払いいたしません。
４．当社は、換金代金のお支払いにあたっては、お客さまより当社所定のお手続
きによりお申し出いただき、当社所定の方法によりその代金をお支払いいたしま
す。

第８条（キャッシング（即日引き出し））
お客さまが、前条の正午を過ぎて受け入れた返還請求に基づき当社が引き渡す

べき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受け取りを希望する場合
は、次の方法（以下「キャッシング」といいます。）によります。

イ、キャッシングの申し込みがあった場合には、当社は、ＭＲＦの残高に基
づき計算した返還可能金額又は５００万円のうち、いずれか少ない金額
を限度として、ＭＲＦを担保に、金銭を貸し出します。ただし、お客さ
まの取引状況その他の事由に基づき、当社の判断により、貸し出しをし
ない場合もあります。なお、返還可能金額は、次の計算式により算出し
ます。

　　　　返還可能金額＝解約口数×返還請求日の前日の基準価額
ロ、	 前号のキャッシング申込日に、当社は、当該貸し出しの担保として、当

該申込日の前日までの計算に基づき、前号のキャッシングの貸し出しに
よる金額に相応するＭＲＦについて、質権を設定すると同時に、前条の
換金手続きを行います。

ハ、	 前号の換金手続きに基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的
に貸出元本残高全額の返済にあてます。また、第イ号のキャッシング申
込日から当該受渡日の前日までの MRF の果実から源泉税相当額を差し
引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、当該受渡日の
属する月の最終営業日に貸出金利として当社がもらい受けます。

　　ただし、最終営業日の前日が休業日の場合で、かつ休業日にキャッシン
グの申し込みをした場合の貸出金利については、最終営業日に当該ＭＲ
Ｆの換金手続きを行い当社がもらい受けます。

　　（解約されるＭＲＦにかかるキャッシングの申込日から当該受渡日の前
日までの期間の分配金累計額）（A）－源泉税相当額＜（A）×（国税率
＋地方税率）＞

　　（なお、当該貸出金利に相当する果実の明細はお客さまにお知らせしな
いことがあります。）

ニ、	 当社は、第ロ号の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の１口の元本
価額（１口＝１円）を下回ったときは、第ロ号の換金手続きに基づく金
銭と第イ号のキャッシングの貸し出しによる金銭及びその利息との差額
を、お客さまに請求できるものとします。

２．前項の申し込みは、所定のお手続きによってこれを行い、当社所定の方法に
よりお客さまに金銭を引き渡します。ただし、株式、投信及び債券の募集等の最
終日に限り、ＭＲＦのキャッシング代金をもって買付代金への充当を可能としま
す。

第９条（解約）
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。

イ、お客さまから解約のお申し出があったとき
ロ、当社がＭＲＦの累積投資業務を営むことができなくなったとき
ハ、ＭＲＦが償還されたとき
ニ、やむをえない事由により、当社が解約を申し出たとき
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ホ、「みずほ証券の証券総合取引約款」125．の規定により証券総合取引の
全部が解約されたとき

２．当社は引き続き３ヵ月を超えて払込金のない契約については、これを解約さ
せていただくことがあります。
３．この契約が解約されたときは、当社は遅滞なく保管中のＭＲＦ及び果実を第
７条に準じてお客さまに返還いたします。

第10条（報告）
お客さまのＭＲＦの取引にかかるお客さまへの報告は取引残高報告書を通じて

行います。

第11条（その他）
　当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては利子その他いかなる
名目によっても対価をお支払いいたしません。

付　則　この改正は、2025 年 2 月 17 日から施行します。� 以上
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外国証券取引口座約款

● 第１章　総　則 ●

第１条（約款の趣旨）
　この約款は、お客さまとみずほ証券株式会社（以下「当社」といいます。）と
の間で行う外国証券（日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証
券をいいます。以下同じ。）の取引に関する権利義務関係を明確にするための取
り決めです。
２．お客さまは、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引

（以下「国内委託取引」といいます。）、外国証券の売買注文を外国金融商品市場（店
頭市場を含みます。以下同じ。）に取り次ぐ取引（以下「外国取引」といいます。）
及び外国証券の国内における店頭取引（以下「国内店頭取引」といいます。）並び
に外国証券の当社への保管（当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外
国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取り扱いが認められ、か
つ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利（以
下「みなし外国証券」といいます。）である場合には、当該外国証券の口座に記
載又は記録される数量の管理を含みます。以下同じ。）の委託については、この
約款に定める事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
　なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引
に係る売買及び信用取引により貸し付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁
済に係る売買を除くものとします。
３．お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関
する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「みずほ証券の証券総合取引約款」
その他の当社が定める契約条項及び法令によります。

第２条（外国証券取引口座による処理）
お客さまが当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代

金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等のすべてを「外
国証券取引口座」（以下「本口座」といいます。）により処理します。

第３条（遵守すべき事項）
お客さまは、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並び

に当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所（以下「当該取引所」といい
ます。）、日本証券業協会及び決済会社（株式会社証券保管振替機構その他当該取
引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。）の定める諸規則、決定事項及
び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者（預
託証券については、預託証券に係る預託機関をいいます。以下同じ。）が所在す
る国又は地域（以下「国等」といいます。）の諸法令及び慣行等に関し、当社か
ら指導のあったときは、その指導に従うものとします。

第４条（企業内容等の開示が行われていない外国証券）
お客さまは、当社との間で金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われ

ていない外国証券の取引を行う場合には、当該外国証券は開示が行われていない
ことを承知いただいたものとします。

● 第２章　外国証券の国内委託取引 ●

第５条（外国証券の混合寄託等）
　お客さまが当社に寄託する外国証券（外国株式等及び外国新株予約権を除きま
す。以下「寄託証券」といいます。）は、混合寄託契約により寄託するものとします。
当社が備えるお客さまの口座にお客さまが有する数量が記録又は記載される外国
株式等及び外国新株予約権（以下「振替証券」といいます。）については、当社
は適用ある法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券
の売買に関連する条項に基づき、お客さまの有する権利の性質に基づき適切に管
理するものとします。
２．寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記
名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き
換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に
記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社
の口座に振替、当該数量を記載又は記録するものとします。
３．前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振
替証券（以下「寄託証券等」といいます。）は、当該寄託証券等の発行者が所在
する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関（以下「現地保管機関」
といいます。）において、現地保管機関が所在する国等の適用ある法令及び慣行
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並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
４．お客さまは、第１項の寄託又は記録もしくは記載については、お客さまが現
地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社
の要した実費をその都度当社に支払うものとします。

第６条（寄託証券に係る共有権等）
　当社に外国証券を寄託したお客さまは、当該外国証券及び他のお客さまが当社
に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保
管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権又は準共有権を取得します。現
地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客さま
は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じ
て、適用される準拠法の下で当該お客さまに与えられることとなる権利を取得し
ます。
２．寄託証券に係るお客さまの共有権又は準共有権は、当社がお客さまの口座に
振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客さまの権利は、当社が
お客さまの口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。

第７条（寄託証券等の外国金融商品市場での売却又は交付）
　お客さまが寄託証券等を外国金融商品市場において売却する場合又は寄託証券
等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から
当社又は当社の指定する保管機関（以下「当社の保管機関」といいます。）に保
管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し、又はお客さまに
交付します。
２．お客さまは、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支
払うものとします。

第８条（上場廃止の場合の措置）
　寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証
券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保
管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
２．前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券と
しての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社
が定める日までにお客さまから返還の請求がない限り、決済会社が定めるところ
により当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客さまの同意が
あったものとして取り扱います。

第９条（配当等の処理）
寄託証券等に係る配当（外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等

の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含
みます。以下同じ。）、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に
基づかずに交付されるその他の金銭（発行者の定款その他の内部規則もしくは取
締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款
等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなさ
れ、それに基づき交付される金銭を含みます。以下同じ。）等の処理は、次の各
号に定めるところによります。

⑴　金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行（外国投資信
託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に
あっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。）を通じお客さまあてに支払います。

⑵　株式配当（源泉徴収税（寄託証券等の発行者が所在する国等において課せ
られるものを含みます。以下同じ。）が課せられる場合の株式分割、無償交
付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、
外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ
性質を有するものを含みます。以下同じ。）の場合は、次のａ又はｂに定め
る区分に従い、当該ａ又はｂに定めるところにより、取り扱います。
　ａ寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認

める場合以外の場合
　　決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定

し、お客さまが源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配
当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものと
し、１株（外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券
発行信託の受益証券等にあっては１口（投資法人債券に類する外国投資
証券等にあっては１証券）、カバードワラントにあっては１カバードワ
ラント、外国株預託証券にあっては１証券。以下同じ。）未満の株券及
び決済会社が振り込みを指定しないとき又は決済会社が振り込みを指定
しお客さまが国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わない
ときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を
株式事務取扱機関（外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託
の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあって
は投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラント
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にあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。）を通じお客さ
まあてに支払います。ただし、お客さまが寄託証券等の発行者が所在す
る国等において課せられる源泉徴収税額相当額を当社所定の時限までに
支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却
代金は受領できないものとします。

　ｂ寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認
める場合

　　お客さまは源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る
株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。
ただし、１株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事
務取扱機関を通じお客さまあてに支払うものとします。

⑶　配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱
機関を通じお客さまあてに支払うものとします。

⑷　第２号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収
税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決
済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合に
は、外貨により支払うことができるものとします。

２．お客さまは、前項第１号に定める配当金、同項第２号ａ及びｂに定める売却
代金並びに同項第３号に定める金銭（以下「配当金等」といいます。）の支払方
法については、当社所定のお手続きにより当社に指示するものとします。
３．配当金等の支払いは、すべて円貨により行います（円位未満の端数が生じた
ときは切り捨てます。）。
４．前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行（第１項
第１号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取
扱機関。以下この項において同じ。）が配当金等の受領を確認した日に定める対
顧客直物電信買相場（当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める
場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場）に
よります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等によ
り、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定め
るレートによるものとします。
５．第１項各号に規定する配当等の支払い手続きにおいて、決済会社が寄託証券
等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該
費用は、お客さまの負担とし、配当金から控除する等の方法によりお客さまから
徴収します。
６．配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところによ
り株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
７．決済会社は、第１項及び第３項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国
為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができな
い場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨に
より行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、
利息その他の対価をつけないものとします。

第10条（新株予約権等その他の権利の処理）
寄託証券等に係る新株予約権等（新たに外国株券等の割り当てを受ける権利を

いいます。以下同じ。）その他の権利の処理は、次の各号に定めるところにより
ます。

⑴　新株予約権等が付与される場合は、次のａ又はｂに定める区分に従い、当
該ａ又はｂに定めるところにより、取り扱います。
　ａ寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認

める場合以外の場合
　　お客さまが当社所定の時限までに新株式（新たに割り当てられる外国株

券等をいいます。以下同じ。）の引き受けを希望することを当社に通知
し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客さ
まに代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通
じて本口座に振り込むものとし、お客さまが当社所定の時限までに新株
式の引き受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当
該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会
社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発
行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況によ
り、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、
当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。

　ｂ寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認
める場合

　　決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。
　　この場合において、お客さまが当社所定の時限までに新株式の引き受け

を希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払
うときは、決済会社はお客さまに代わって当該新株予約権等を行使して
新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客さま
が当社所定の時限までに新株式の引き受けを希望することを当社に通知
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しないときは、新株式の引き受けは行えないものとします。
⑵　株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等（源泉徴収税が課せ

られるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワ
ラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれ
らと同じ性質を有するものを含みます。）により割り当てられる新株式は、決
済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、１株未満の新
株式については、決済会社がこれを売却処分します。

⑶　寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場
合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し、お客さまが源泉徴
収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領
し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、１株未満の株券及び決済会社が
振り込みを指定しないとき又は決済会社が振り込みを指定しお客さまが国内
において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される
株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客さ
まに支払うものとします。ただし、お客さまが寄託証券等の発行者が所在す
る国等において課せられる源泉徴収税額相当額を当社所定の時限までに支払
わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領で
きないものとします。

⑷　第１号から第３号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるとこ
ろによります。

⑸　第１号ａ、第２号及び第３号により売却処分した代金については、前条第
１項第２号ａ並びに同条第２項から第５項まで及び第７項の規定に準じて処
理します。

⑹　第１号の払込代金及び第３号の寄託証券等の発行者が所在する国等におい
て課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨
と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、
当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。

第11条（払込代金等の未払時の措置）
お客さまが、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を

行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴
収税額相当額を、当社所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、
お客さまの当該債務を履行するために、お客さまの計算において、当該引受株券
の売付契約等を締結することができるものとします。

第12条（議決権の行使）
　寄託証券等（外国株預託証券を除きます。以下この条において同じ。）に係る
株主総会（外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係
る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を
含みます。以下同じ。）における議決権は、お客さまの指示により、決済会社が
行使します。ただし、お客さまが指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使
しません。
２．前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し当社所
定のお手続きにより行うものとします。
３．第１項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令によ
り決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場
合の議決権は、お客さまが株式事務取扱機関に対し提出する当社所定の書類等を
決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客さまが行使するものとします。
４．第１項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所
在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてそ
の有する議決権の不統一行使ができない場合又はお客さまが当該寄託証券等に係
る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、
議決権の行使に関する取り扱いについて別に定めることができるものとします。

第13条（外国株預託証券に係る議決権の行使）
　外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議
決権は、お客さまの指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。た
だし、お客さまが指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
２．前条第２項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
３．第１項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株
券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外
国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客
さまが株式事務取扱機関に対し提出する当社所定の書類等を決済会社が当該外国
株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お
客さまが行使するものとします。
４．第１項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示さ
れる権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通
じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその
有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客さまが当該外
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国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合
においては、議決権の行使に関する取り扱いについて別に定めることができるも
のとします。

第14条（株主総会の書類等の送付等）
寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等（外国株預託証券を除きま

す。）又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に
関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等、株主（外国投資信
託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投
資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有
者）の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客さまの届け出た
住所あてに送付します。
２．前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を
掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えるこ
とができるものとします。

● 第３章　外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集及び売出し
の取り扱い又は私募の取り扱い ●

第15条（売買注文の執行地及び執行方法の指示）
お客さまの当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法について

は、当社の応じ得る範囲内でお客さまがあらかじめ指示するところにより行いま
す。

第16条（注文の執行及び処理）
お客さまの当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証

券の取得の申し込みについては、次の各号に定めるところによります。
⑴　外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申し込み

については、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあ
ります。

⑵　当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
⑶　国内店頭取引については、お客さまが希望し、かつ、当社がこれに応じ得

る場合に行います。
⑷　外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑸　当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客さまあてに契約締結時

交付書面等を交付します（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法による提供を含みます。）。ただし、法令諸規則等の
規定に基づき交付を行わない場合があります。

第17条（受渡日等）
取引成立後の受け渡し等の処理については、次の各号に定めるところによりま

す。
⑴　外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日（そ

の日が休業日にあたる場合は、その後の直近の営業日）を約定日とします。
⑵　外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客さまとの間で別途取り決

める場合を除き、約定日から起算して３営業日目とします。

第18条（外国証券の保管、権利及び名義）
当社がお客さまから保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取り

扱いについては、次の各号に定めるところによります。
⑴　当社は、お客さまから保管の委託を受けた外国証券の保管については、当

社の保管機関に委任するものとします。
⑵　前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
⑶　お客さまが有する外国証券（みなし外国証券を除きます。）が当社の保管

機関に保管された場合には、お客さまは、適用される準拠法及び慣行の下で、
当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録され
た当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る
権利の性質に基づき保管されます。

⑷　前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前
号中「外国証券（みなし外国証券を除きます。）が当社の保管機関に保管さ
れた」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当
社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権
利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取
得し」と読み替えるものとします。

⑸　第３号の場合において、お客さまは、適用される準拠法の下で、当該外国
証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。

⑹　お客さまが有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載
又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
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⑺　お客さまが権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合
は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。

⑻　お客さまが権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要
とするときは当社所定のお手続きを経て処理します。ただし、お客さまは、
現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請
求しないものとします。

⑼　お客さまは、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をそ
の都度当社に支払うものとします。

⑽　お客さまが権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われ
たことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹
消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、
お客さまが特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄された
ものとして取り扱います。

第19条（選別基準に適合しなくなった場合の処理）
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合

には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、
お客さまの希望により、当社はお客さまが購入した当該外国投資信託証券の売却
の取次ぎ又はその解約の取次ぎに応じます。

第20条（外国証券に関する権利の処理）
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定

めるところによります。
⑴　当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果

実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客さまあてに支払います。こ
の場合に、支払い手続きにおいて、当社が当該外国証券の発行者が所在する
国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客さ
まの負担とし当該果実又は償還金から控除する等の方法によりお客さまから
徴収します。

⑵　外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分
のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国
証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況
により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当
該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。

⑶　株式配当、株式分割、株式無償割り当て、減資、合併又は株式交換等によ
り割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、外
国金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客さまが特に要請した場
合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第１号の規定に準じて処理
します。

⑷　前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合に
は、当該規定にかかわらず、お客さまが特に要請した場合を除きすべて売却
処分のうえ、その売却代金を第１号の規定に準じて処理します。

⑸　外国証券に関し、第１号から第４号以外の権利が付与される場合は、お客
さまが特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第１
号の規定に準じて処理します。

⑹　株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の
行使又は異議申し立てについては、お客さまの指示に従います。ただし、お
客さまが指示しない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申し立てを行
いません。

⑺　第１号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係
る軽減税率又は免税の適用、還付その他のお手続きについては、当社が代わっ
てこれを行うことがあります。

第21条（諸通知）
当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客さまに次の通知を行います。
ただし、その効力発生後に当社へ連絡が入った場合等、通知不要と判断した場

合については、お客さまに通知しないことがあります。
⑴　募集株式の発行、株式分割又は併合等、株主又は受益者及び所有者の地位

に重大な変化を及ぼす事実の通知
⑵　配当金、利子、収益分配金及び償還金等の通知
⑶　合併その他重要な株主総会議案に関する通知

２．前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受
けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類等を送付しま
す（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法に
よる提供を含みます。）。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他
の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞
紙への掲載が行われた場合は、お客さまの希望したときを除いて当社は送付しま
せん。
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第22条（発行者からの諸通知等）
　発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から
３年間（海外ＣＤ及び海外ＣＰについては１年間）保管し、閲覧に供します。た
だし、お客さまが送付を希望した場合は、お客さまに送付します（電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による提供を含みま
す。）。
２．前項ただし書により、お客さまあての通知書及び資料等の送付に要した実費
は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客さまが当社に支払うものと
します。

第23条（諸料金等）
取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによりま

す。
⑴　外国証券の外国取引については、外国金融商品市場における売買手数料及

び公租公課その他の賦課金並びに当社所定の取次手数料を第 17 条第２号に
定める受渡期日までにお客さまが当社に支払うものとします。

⑵　外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申し込みについ
ては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課
金を目論見書等に記載された支払期日までにお客さまが当社に支払うものと
します。

２．お客さまの指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度
お客さまが当社に支払うものとします。

第24条（外貨の受け払い等）
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客さまが自己名義で開設

する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法
により行います。

第25条（金銭の授受）
　本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客さまとの間における
金銭の授受は、円貨又は外貨（当社が応じ得る範囲内でお客さまが指定する外貨
に限ります。以下本条において同じ。）によります。この場合において、外貨と
円貨との換算は、別に取り決め又は指定のない限り、換算日における当社が定め
るレートによります。
２．前項の換算日は、売買代金については約定日、第 20 条第１号から第４号ま
でに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日としま
す。
３．第１項の金銭の授受は、当社が定める期限までにお客さまによる希望のお申
し出（既にしたお申し出の変更を含みます。）のない限り、外国証券取引の種類
等により当社が定める円貨又は外貨によります。

● 第４章　雑　則 ●

第26条（口座管理料）
お客さまは、この約款に定める諸手続きの費用として、当社の定めるところに

より、口座管理料を当社に支払うものとします。

第27条（契約の解約）
次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解約されます。
⑴　お客さまが当社に対し解約のお申し出をしたとき
⑵　お客さまがこの約款の条項のいずれかに違反し、当社がこの契約の解約を

通告したとき
⑶　やむをえない事由により、当社が解約を申し出たとき
⑷　「みずほ証券の証券総合取引約款」125．の規定により証券総合取引の全

部が解約されたとき
２．前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外
国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状
による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客さまの指示
によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。

第28条（臨機の措置）
法令の定めるところにより外国証券の移管を求められたとき、又は天災地変、

経済事情の激変、その他やむを得ない事由により急を要するときは、当社は臨機
の処置をすることができるものとします。

第29条（免責事項）
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
⑴　天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融商品市場（証券取引に
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係る市場及び外国為替市場を含みますが、これに限られません。）の閉鎖・混
乱等、不可抗力と認められる事由により、外国証券の売買の執行、金銭の授
受又は保管のお手続き及び取引の媒介等が遅延し、又は不能となったことに
より生じた損害

⑵　電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生
じた損害

⑶　当社所定の書類に捺印した印影とお届け出の印鑑とが相違ないものと当社
が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われ
たことにより生じた損害

⑷　外国証券の取引に関して、海外の金融商品取引所等の閉鎖や休場又は規則
の変更及び当社の取扱時間外のために取引が遅延し又は不能となった場合の
損害

⑸　第 28 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害

第30条（準拠法）
　外国証券の取引に関するお客さまと当社との間の権利義務についての準拠法
は、日本法とします。ただし、お客さまが特に要請し、かつ、当社がこれに応じ
た場合には、その要請のあった国の法律とします。

第 31 条（個人データの第三者への情報提供に関する同意）
お客さまは、次の各号に定める場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客

さまの個人データ（住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量、
取引履歴その他当該場合に応じて必要な範囲に限ります。）が提供されることが
あることに同意するものとします。

⑴　外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外におい
て課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他のお手
続きを行う場合

　　当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手
続きに係る委任を受けた者

⑵　預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金
等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又
は免税の適用、還付その他のお手続きを行う場合

　　当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者も
しくは保管機関又はこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者

⑶　外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価
証券報告書その他の国内又は外国法令又は金融商品取引所等の定める規則

（以下「法令等」といいます。）に基づく書類等の作成、法令等に基づく権利
の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う
うえで必要となる統計データの作成を行う場合

　　当該外国証券の発行者もしくは保管機関又は当該預託証券に表示される権
利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関

⑷　外国証券の売買を執行する外国金融商品市場の監督当局（当該監督当局の
認可を受けた自主規制機関を含みます。以下この号において同じ。）がマネー・
ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取
引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令に基づく調査を行う場合

　　当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関

付　則　この改正は、2025 年 2 月 17 日から施行します。� 以上
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外国為替取引約款

1.（約款の趣旨）
⑴　この約款はお客さまとみずほ証券株式会社（以下「当社」といいます。）

との間で行う、外国為替取引に関する権利義務関係を明確にするための取り
決めです。ただし、次の各号に該当する場合は、この約款の規定に優先して、
各号に定める約諾書、契約書又は約定書の定めが適用されるものとします。
①お客さまが当社に「外国為替先物予約・前受為替に関する約諾書」を差し

入れている場合、又は将来において「外国為替先物予約・前受為替に関す
る約諾書」を差し入れた場合

②お客さまと当社の間で、外国為替取引に関する規定を追加した「ISDA 
Master Agreement」を締結している場合、又は将来において「ISDA 
Master Agreement」を締結した場合

③お客さまと当社の間で、外国為替取引に関する規定のある「店頭デリバティ
ブ取引に関する基本契約書」を締結している場合、又は将来において「店
頭デリバティブ取引に関する基本契約書」を締結した場合

④当社がお客さまに対して「銀行取引約定書」を差し入れている場合、又は
将来において「銀行取引約定書」を差し入れた場合

⑵　この約款に定める事項及びこの約款に基づき当社が別途定める事項を除
き、お客さまが当社との間で行う外国為替取引に関しては、お客さまが当社
と締結しているみずほ証券の証券総合取引約款又は外国証券取引口座約款に
従うものとします。

2.（口座による処理）
お客さまが当社との間で行う外国為替取引に関する金銭の授受等は、当社と契

約しているみずほ証券の証券総合取引約款又は外国証券取引口座約款に基づき開
設されたお客さまの口座により処理します。

3.（取引対象）
お客さまが当社と行う外国為替取引は、当社と有価証券の売買その他の取引等

に伴う外貨と円貨との間又は異種の外貨相互間の換算に係るものとします。なお、
外国為替取引は差金決済を行わないものに限ります。

4.（取引通貨等）
外国為替取引の売買の対象となる取引通貨、取扱時間、取扱日は、当社が定め

るものとします。

5.（外貨の受払い等）
外国為替取引に係る外貨の授受は、原則としてお客さまが自己名義で開設する

外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法によ
り行います。

6.（金銭の授受）
外国為替取引に関して行う当社とお客さまとの間における金銭の授受は、円貨

又は当社が応じ得る範囲内でお客さまが指定する外貨によります。この場合にお
いて、外貨と円貨との換算は、別に取り決め又は指定のない限り、換算日におけ
る当社が定めるレートによります。

7.（注文の際の指示）
お客さまが当社と行う外国為替取引の通貨、数量、レートその他の注文の内容

及び注文の執行方法については、レートは、当社の提示するところにより、その
他は、当社の応じ得る範囲内で、お客さまがあらかじめ指示するところによりま
す。

8.（注文の執行及び処理）
⑴　外国為替取引の約定日は、お客さまの注文に係る外国為替取引の成立を当

社が確認した日とします。
⑵　当社への注文は、原則として当社が定めた取扱時間内に行うものとします。
⑶　当社は、外国為替取引の成立後、すみやかにお客さまに当該取引にかかる

明細を記載した書面を交付します（電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合を含みます。）。

9.（決済条件の変更）
お客さまは、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、

当社がお客さまとの外国為替取引について決済期日等の決済条件の変更を行った
場合には、その措置に従うこととします。



－ 41 －

10.（期限の利益の喪失）
お客さまについて次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、

催告等がなくても当社に対する外国為替取引に係る債務について当然に期限の利
益を失い、直ちに債務を弁済することとします。

①支払の停止又は破産手続開始もしくは更生手続開始の申立があったとき
②手形交換所又は電子記録債権法第２条第２項に規定する電子債権記録機関

の取引停止処分を受けたとき
③お客さまの当社に対する外国為替取引に係る債権その他一切の債権、又は

お客さまと当社との間の外国為替取引に関連するお客さまの資産のいずれ
かについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき

④お客さまの当社に対する外国為替取引に係る債務について差し入れている
担保の目的物について差押、又は競売手続の開始があったとき

⑤外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したと
き

⑥２．に定める口座がみずほ証券の証券総合取引約款又は外国証券取引口座
約款に基づき解約されたとき

11.（免責事項）
次の各号に掲げる損害については、当社は免責されることとします。

①天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場（証券取引に係る
市場及び外国為替市場を含みますが、これに限られません。次号において
同じ。）の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、外国為替取
引の執行、受渡し、金銭の授受又は寄託のお手続き等が遅延し、又は不能
となったことにより生じた損害

②金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、当社が外国為替取引に応じられな
いことによって生じた損害

③国内の休日又は当社の取扱時間外のために、お客さまの注文に応じられな
いことにより生じた損害

④国内の休日又は当社の取扱時間外のために、外国為替取引に係る諸通知が
遅延したことにより生じた損害

⑤電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により
生じた損害

⑥９. の事由により当社が臨機の措置をした場合に生じた損害

付　則　この改正は、2025 年 2 月 17 日から施行します。� 以上
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通信取引規定

第１条（規定の趣旨）
この規定は、みずほ証券株式会社（以下「当社」といいます。）のオンラインサー

ビス（「みずほ証券ネット倶楽部」、「みずほ証券株アプリ」その他の当社が定め
るサービスをいいます。）（以下「本サービス」といいます。）の利用に関する取
り決めです。
２．お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関
する事項は、この規定に定めがある場合を除き、「みずほ証券の証券総合取引約
款」、「証券取引約款」その他の当社が定める契約条項及び法令によります。

第２条（法令等の遵守）
本サービスの利用にあたっては、お客さま及び当社は、この規定によるほか法

令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。
２．法人（法人格のない団体等を含みます。以下同じ。）のお客さまは、本サー
ビスを利用する役職員等（以下「利用ユーザー」といいます。）に、この規定の
ほか法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守させるものと
します。

第３条（自己責任の原則）
お客さまは、この規定の内容を十分理解し、かつ、法人のお客さまにあっては

利用ユーザーにこの規定の内容を十分に理解させ、ご自身の責任と判断において
本サービスを利用し、取引を行うものとします。

第４条（サービスの内容）
お客さまは、本サービスの内容を十分に理解した場合に限り、かつ、法人のお

客さまにあっては利用ユーザーに本サービスの内容を十分に理解させた場合に限
り、本サービスを利用することができます。
２．本サービスでは、当社の定める証券情報サービスを利用することができます。
３．本サービスにおいてお客さまが利用可能なサービスについては、当社が定め
る範囲といたします。

第５条（本サービスの利用条件）
個人のお客さまは、国内に居住する成人で、次の各号の全てに該当する場合、

この規定に基づき本サービスの利用ができます。また、法人のお客さまは、国内
に所在し、②③を除く各号の全てに該当する場合であって、当社が定める条件に
該当するときは、この規定に基づき本サービスの利用ができます。

①当社所定の方法により本サービスをお申し込みいただき、当社が承認した場
合

②「証券総合口座」をお申し込みいただいている場合
③ダイレクトコースを選択されたときは、報告書等の電子交付サービスを承諾

されている場合
④本サービスを利用するにあたり必要な通信機器及びその他のシステムをお客

さまが保有し、かつ利用可能な場合
⑤本サービスを利用するにあたり必要なネットワーク回線、通信回線及びその

他の通信手段が利用可能な場合
⑥その他当社が定める契約等を行っている場合

２．本サービスは、お客さまコード、住所、氏名、ログインパスワード及び取引
パスワード等が、事前に当社にお届けいただいた内容と一致した場合にのみ利用
することができます。
３．法人のお客さまは、自己の責任において、役職員等の中から利用ユーザーを
指定し、利用ユーザーのみに本サービスを利用させるものとします。
４．法人のお客さまは、利用ユーザー以外の役職員等が本サービスを利用しない
よう、自己の責任で管理（ログインパスワード及び取引パスワード等の保管を含
みますがこれに限りません。）をするものとします。

第６条（利用料金）
本サービスの利用料及び情報料等については、当社所定の料金をいただくこと

があります。
２．前項に定める利用料及び情報料等の算出については、経済情勢その他の事情
により改定することがあります。

第７条（手数料）
お客さまは、取引注文の約定成立にあたり、手数料として当社所定の料金を当

社に支払うものとします。
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第８条（利用時間）
お客さまが、本サービスを利用できる時間は、当社が定める時間とします。

第９条（取引の種類）
お客さまが本サービスを利用して取引注文を行える取引の種類及び商品等は、

当社が定める範囲内とします。

第10条（取扱銘柄）
当社が本サービスにて取引注文を受け付ける銘柄は、当社が定める銘柄としま

す。ただし、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄及び当社が自主的に売
買を規制している銘柄は、取り扱いを制限する場合があります。

第11条（数量の範囲）
当社が本サービスにて受け付ける売付注文の数量は、当社がお客さまからお預

かりしている数量の範囲内とし、この数量の計算は当社が定める方法によって行
います。
２．当社が受け付ける買付注文の金額は、当社が定める範囲内とし、この金額の
計算は当社の定める方法によって行います。
３．本サービスにおいては、あらかじめ買付注文の数量に相当する金銭をお預か
りしている場合にのみ、取引をすることができます。また、売買に要する代金、
又は有価証券等の引き出しが制限される場合があります。

第12条（取引の有効期限）
当社が本サービスを利用して受け付けた売買注文の有効期限は、当社が別途定

める期間とします。

第13条（サービスの利用期間）
本サービスの利用期間は、当社が定める範囲内とします。

第14条（注文の受付）
当社は、お客さまが本サービスを利用して取引注文を発注する場合、お客さま

がインターネット等によるシステムに取引注文を入力し、その内容を当社が受信
した時点をもって、取引注文を受け付けたものとします。

第15条（注文の取り消し・変更）
お客さまが本サービスを利用した取引注文は、未約定のものに限り、当社が定

める時間内に本サービスを使って取り消しを行うことができます。
２．お客さまが本サービスで取引注文の変更及び取り消しを行う場合は、当社が
定める商品、変更項目、時間内に限ります。  
３．本サービスで取引注文の取り消しができない場合は営業時間内にお客さまが
取扱店又はコールセンターにお申し出いただくものとします。

第16条（執行）
当社が本サービスを利用して受け付けた売買注文は、第 14 条に定める注文の

受付後速やかに、第 12 条に定めた期限までに執行します。
２．当社は、売買注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、お客さま
に通知することなくその執行を行いません。

①お客さまが入力された売買注文の内容が、第２条、第９条、第 10 条及び第 
11 条のいずれかに反している場合

②お客さまの口座に立替金がある場合、信用取引又は発行日決済取引の委託保
証金及び国債先物取引、株式先物取引、オプション取引等の委託証拠金が不
足する場合

③お客さまの取引が差金決済取引となる場合
④お客さまの指値が金融商品取引所等の値幅制限を超える場合
⑤お客さまの売買注文内容が公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当

社が判断した場合
⑥その他当社が取引の健全性等に照らし、不適当と判断する場合

第17条（注文の照会及び約定連絡）
本サービスを利用したお客さまの取引注文内容は、本サービスにより照会する

ことができます。
２．約定が成立したときは、金融商品取引法第 37 条の４等の規定に基づき、遅
滞なく、契約締結時交付書面を交付します（「金融商品取引業等に関する内閣府令」
等に定める電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
方法による提供を含みます。）。ただし、法令諸規則等の規定に基づき交付を行わ
ない場合があります。

第18条（不足金の入金）
取引注文が約定し不足金が生じた場合、お客さまは所定の受渡日までに速やか
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に入金するものとします。

第19条（取引内容の確認）
本サービスを利用した取引注文等について、お客さまと当社の間で疑義が生じ

た場合は、お客さまが本サービス利用時に入力したデータの記録内容（コールセ
ンターでの会話記録内容等を含みます。）等をもって処理します。

第20条（金銭の受渡清算方法の指示）
お客さまが本サービスを利用して売買を行った場合、その受渡清算方法を本

サービス上で指示した場合は、その指示に従って処理します。

第21条（届出事項の変更）
お客さまは、本サービスの利用に係る届出事項に変更が生じた場合は、当社所

定のお手続きにて遅滞なく当社へ届け出るものとします。この届け出の遅延によ
り生じた損害について当社はその責を負いません。

第22条（情報サービスの利用）
本サービスにて提供する情報の種類、内容及び利用時間は当社が定めるものと

し、これらは予告なく変更又は停止することがあります。

第23条（サービス利用の禁止事項及び利用停止）
お客さまは本サービスの利用に関し、次の事項を行ってはならないものとし、

かつ、法人のお客さまにあっては利用ユーザーに次の事項を行わせてはならない
ものとします。

①本サービスにより受ける情報を営業等に供すること
②第三者へ提供する目的で情報を加工及び再利用すること
③お客さまのパスワード等を第三者の利用に供すること（法人のお客さまに

あっては利用ユーザー以外の役職員等の利用を含みます。）
④本サービスの情報を第三者に開示もしくは漏洩し、また他と共同して利用す

ること
⑤その他、本サービスの情報をお客さま自身の証券投資以外の目的に利用する

こと
⑥本サービスを口座名義人以外の第三者の利用に供すること

２．お客さま（法人のお客さまにあっては利用ユーザーを含みます。）が前項に
違反したと当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社はお客さまによる本
サービスの利用を中止します。また、当社は、お客さまが本サービスを利用する
ことが不適当と判断した場合には、お客さまによる本サービスの利用を停止する
ことがあります。なお、本サービスの中止又は利用停止によりお客さまに費用又
は損害等が発生した場合、当該費用又は損害等はすべてお客さまの負担とし、当
社及び金融商品取引所等はお客さまに対し損害賠償その他の責を負わないものと
します。

第24条（コースの変更）
お客さまがお取引コースを変更されるときは、当社所定のお手続きに従って届

け出いただくものとします。

第25条（ソフトウエアの配布）
当社は本サービスの利用にあたり、当社が定めるソフトウエアを配布する場合

があります。

第26条（ソフトウエア利用の制限）
前条に定めるソフトウエアに関する著作権、知的所有権その他一切の権限はそ

の供給元に帰属し、お客さまは当該権限を第三者に譲渡、質入れ又は貸与するこ
とはできず、また、当該ソフトウエアを複製又は加工することはできません。また、
法人のお客さまは、利用ユーザーに当該権限を第三者に譲渡、質入れ又は貸与さ
せてはならず、また、当該ソフトウェアを複製又は加工させてはならないものと
します。

第27条（サービスの終了）
当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、お客さまの本サービスの利

用を終了します。
①お客さまが当社所定のお手続きに従って本サービスの解約、又は利用中止の

お申し出をされた場合
②お客さまが本サービスの利用にかかる届出事項等について、虚偽の報告を

行ったことが判明した場合
③お客さま（法人のお客さまにあっては利用ユーザーを含みます。）がこの規定、

各取引に係る約款、約諾書及び取扱規定等に違反した場合
④やむを得ない事由により、当社が本サービスの提供を中止することと決定し、

その旨をお客さまに通知した場合



－ 45 －

⑤お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社
会的公益に反する行為をなす者であると判明し、当社が解約を申し出た場合

⑥お客さまが当社との取引に関して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いた
とき、風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、
もしくは当社の業務を妨害したとき、又は法的な責任を超えた不当な要求行
為を行い、当社が本サービスの利用を継続しがたいと認めたとき、その他こ
れらに類するやむを得ない事由が生じたときに、当社がお客さまに解約を申
し出た場合

⑦「みずほ証券の証券総合取引約款」の規定により証券総合取引の全部が解約
された場合、又は「証券取引約款」の規定により当該約款にもとづく契約の
全部が解約された場合

第28条（免責事項）
当社は以下の場合、お客さまに生じた損害についてはその責を負わないものと

します。
①通信機器、通信回線、インターネットもしくはコンピューター等の障害、も

しくは瑕疵又は第三者による妨害、侵入、情報改変等によって生じた本サー
ビスの伝達遅延、誤謬、欠陥、誤動作、不能、その他一切の不具合等

②本サービスで提供する情報の伝達遅延、誤謬、欠陥、コンピューター及び本
サービスの利用に必要なソフトウエアの誤動作、その他一切の不具合が生じ
た場合で、当社又は金融商品取引所等の故意又は過失に起因しない場合

③本サービスの利用に際し、お客さま自身（法人のお客さまにあっては利用ユー
ザーを含みます。）で入力したか否かにかかわらず、入力された取引パスワー
ド等があらかじめ当社に届け出されているものと一致することを確認して
行った取引注文

④取引パスワード等の盗用等による不正使用があった場合（法人のお客さまに
あっては利用ユーザー以外の役職員等による不正使用を含みます。）

⑤金融商品取引所等が本サービスで提供する情報内容の全部又は一部につい
て、公正な価格形成又は円滑な流通を阻害している場合又は阻害する恐れが
あると判断し、提供する情報内容の全部又は一部の変更もしくは中止を行っ
た場合

⑥お客さまが本サービスを利用して行われた売買注文の取り消し等を申し込ま
れたにもかかわらず、当該取り消しの対象となる元の注文が金融商品取引所
等で執行され取引が成立したため、当該取引の取り消し等が行えなかったこ
とにより損害が生じた場合

⑦第 16 条第２項、第 21 条、第 23 条、第 27 条に該当する場合
⑧注文受付後、相当の時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、市場価格

の著しい変動等により損害が生じた場合
⑨お客さま（法人のお客さまにあっては利用ユーザーを含みます。）による本

サービスの内容又は利用方法の誤解又は理解不足による場合
⑩天変地異、政変、外貨事情の急変、又は経済情勢の激変に伴う国内外の市場

の閉鎖等、不可抗力による取引及び受け渡し、有価証券の預託のお手続き等
の遅延、又は不能等により損害が生じた場合

⑪その他、当社の責に帰すことのできない事由により損害が生じた場合

付　則　この改正は、2025 年 2 月 17 日から施行します。� 以上
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みずほ証券のメールサービス利用規定 

第1条（規定の趣旨）
この規定（以下「本規定」といいます。）は、みずほ証券株式会社（以下「当社」

といいます。）が提供する「メールサービス」（以下「本サービス」といいます。）
のご利用に関する取り決めです。
２．お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関
する事項は、本規定に定めがある場合を除き、「みずほ証券の証券総合取引約款」、

「証券取引約款」その他の当社が定める契約条項及び法令によります。

第２条（適用範囲）
本規定は、お客さまが当社所定のお手続きに従ってご登録いただいたお客さま

自身のメールアドレスに、当社が配信する当社からのご案内、お知らせ、メール
マガジン等のほか、みずほ証券ネット倶楽部（以下「ネット倶楽部」といいます。）
及び目論見書等メール配信サービス（目論見書、契約締結前交付書面、外国証券
情報及び公開買付説明書等の電磁的交付）等から配信するメールに適用されます。

第３条（本サービスの利用）
お客さまは、当社所定の方法で当社にメールアドレスをご登録（当社にご登録

いただいたメールアドレスを以下「登録メールアドレス」といいます。） していた
だくことにより、本規定に基づき本サービスをご利用いただくことができます。

ただし、目論見書等メール配信サービスをご利用いただく場合は、電磁的交付
等の利用に関し、当社所定の方法でお客さまにご同意をいただくことで利用いた
だけることになります。電磁的交付の対象書面は、金融商品取引法等に規定され
ている書面及び当社が交付するその他の報告書等のうち、当社が定め、当社ホー
ムページ等に掲載した書面とします。また、当社が対象書面を追加する場合は、
追加する書面を当社ホームページ等に掲載します。当該掲載後は、追加した書面
についても電磁的交付等を利用いただけるものとします。電磁的交付等の方法は、
お客さまに URL（インターネット上の Web ページを示す情報）のハイパーリン
クをメールで送信し、接続先の対象書面の電子ファイルを閲覧いただく方法によ
ります。なお、一部の商品については、目論見書等メール配信サービスをご利用
いただくことができないため、これまでどおり書面で目論見書等をご提供します。

第４条（お客さま情報の取り扱い）
　当社は、お客さまから取得したメールアドレス等のお客さまの情報を、「『個人
情報の保護に関する法律』に基づく公表事項」又は「個人情報のお取り扱いにつ
いて」並びに金商法に基づく「法人のお客さま情報の共有について」（以下総称
して「公表事項」といいます。）に基づいて取り扱います。公表事項は、当社ホー
ムページ（https://www.mizuho-sc.com/）でご確認ください。

第５条（登録メールアドレスの変更及びメール配信の停止）
お客さまが登録メールアドレスの変更又はメールの配信の停止をご希望される

場合は、お客さまご自身により、当社ホームページ、ネット倶楽部の各画面上の
操作、又は書面によるお申し出等、当社所定の登録メールアドレスの変更及びメー
ル配信の停止のお手続きを行っていただきます。

第６条（当社によるメールの配信の停止）
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客さまへのメールの配信

を停止することができます。
⑴　登録メールアドレスに一定回数を超えてメールを配信できない場合
⑵　登録メールアドレスが、お客さまご本人のものではないことが判明した場

合
⑶　その他、本サービスを利用いただくにあたり、当社が不適当と判断した場

合

第７条（著作権）
本サービスにより配信される各種メールの著作権は当社に帰属します。また、

当該メールに含まれる各種情報の著作権は、当社又は当該情報を作成・編集した
第三者に帰属します。

第8条（本サービスの利用の制限）
本サービスにより配信されるメールは、お客さま限りでご利用いただくものと

し、いかなる目的であれ、お客さまがメールの内容の全部又は一部の転送・複製
を行うことはできません。
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第9条（本サービスの内容の変更、停止、廃止）
当社は、お客さまに告知することなく本サービスの内容の変更、本サービスの

全部もしくは一部の停止、又は廃止を行うことがあります。

第10 条（本サービスの終了）
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客さまの本サービスのご

利用を終了します。
⑴　お客さまが当社所定のお手続きに従って本サービスの利用中止のお申し出

をされた場合
⑵　お客さまが本サービスの利用にかかる届出事項等について、虚偽の報告を

行ったことが判明した場合
⑶　お客さまが本規定に違反した場合
⑷　当社が本サービスの廃止を決定した場合
⑸　お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の

社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、当社が解約を申し出た場
合

⑹　お客さまが当社との取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたと
き、もしくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損
し、又は当社の業務を妨害したとき、又は法的な責任を超えた不当な要求行
為を行い、当社が本サービスの提供を継続しがたいと認めたとき、その他こ
れらに類するやむを得ない事由により、当社がお客さまに解約を申し出た場
合

第11条（免責事項）
本サービスは、お客さまご自身の責任と判断において利用いただくものとしま

す。
２．当社は、本サービスの内容の変更、停止、廃止もしくは終了、配信されるメー
ルの未着、遅延、誤配、消失、通信環境やお客さまのコンピューター等の障害、
不具合等により発生する、又は発生する可能性のある問題等に関し、一切の責任
を負いません。ただし、当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為に
基づく損害に係る責任を除きます。
３．本サービスにより配信されるメールは、お客さまの情報が含まれる場合にお
いても、機密保持が保証されていない公衆回線により送信されるため、第三者に
より傍受、改ざん等が行われる可能性がありますのでご了承ください。また、こ
れらを原因として生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。ただし、
当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為に基づく損害に係る責任を
除きます。
４．当社は、本サービスにより配信されるメールの内容の正確性、完全性、妥当
性等について保証するものではありません。万一、メールの内容に誤り等があっ
た場合でも、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は過失に基
づく債務不履行又は不法行為に基づく損害に係る責任を除くものとし、また、目
論見書等メール配信サービスにより配信されるメールについては、法令に基づく
義務を免れません。

第12条（合意管轄）
お客さまと当社との間の本規定に関する訴訟については、当社の本社所在地を

管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第13条（規定の変更）
本規定は、法令の変更、監督官庁の指示もしくはその他の必要な事由が生じた

ときは、改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並び
にその効力発生時期は、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により
周知します。

付　則　この改正は、2025 年 2 月 17 日から施行します。� 以上
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内部者の登録について

お客さまが以下の「内部者」に該当する場合、日本証券業協会の規則に基づき、
当社所定の事項を当社所定の方法により、速やかにお届け出いただくとともに、
その旨を登録させていただきます。また、お届け出事項に変更があったときは、
当社所定のお手続きによって、遅滞なく当社に届け出ていただきます。

【上場会社等の関係者】
①上場会社等の役員（取締役、会計参与、監査役、執行役、その他これらに準

ずる者をいいます。以下同じ。）
②上場会社等の役員の配偶者及び同居者
③上場会社等の従業員等（派遣社員、パート、アルバイトを含みます。以下同じ。）

及びその配偶者
④上場会社等を退任後１年以内の元役員及びその配偶者、同居者
⑤上場会社等を退職後１年以内の元従業員等及びその配偶者
⑥上場会社等の親会社又は子会社の役員及び従業員等並びにその配偶者
⑦上場会社等の親会社又は子会社を退任後１年以内の元役員及びその配偶者、

並びに退職後１年以内の元従業員及びその配偶者
⑧上場会社等の主要株主（自己又は他人の名義をもって総株主の議決権等の

10％以上を保有する株主をいいます。）
⑨上場会社等の大株主（当該上場会社等の直近の有価証券報告書又は半期報告

書に記載されている上位 10 位以内の株主をいいます。）

【上場投資法人等の関係者】
－上場投資法人等 1 の関係者－

①上場投資法人等の執行役員又は監督役員及びその配偶者、同居者
②上場投資法人等を退任後１年以内の元執行役員又は元監督役員及びその配偶

者、同居者

－上場投資法人等の資産運用会社 2 の関係者－
①上場投資法人等の資産運用会社の役員及びその配偶者、同居者
②上場投資法人等の資産運用会社の従業員等及びその配偶者
③上場投資法人等の資産運用会社を退任後１年以内の元役員及びその配偶者、

同居者、並びに退職後１年以内の元従業員等及びその配偶者

－上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人 3 の関係者－
①上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人の役員及びその配偶者
②上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人の従業員等及びその配偶

者
③上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人を退任後１年以内の元役

員及びその配偶者、並びに退職後１年以内の元従業員等及びその配偶者
以 上

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1「上場投資法人等」とは、J-REIT、インフラファンド等の発行体をいいます。
2「上場投資法人等の資産運用会社」とは、いわゆるアセットマネジメント会社

が該当します。
3「特定関係法人」とは、J-REIT、インフラファンド等に対する、いわゆるス

ポンサー会社が該当します。



－ 49 －

新規に発行される日本国債の
売買取引をされる場合の

ご留意事項について

お客さまが、新規に発行される国債をその発行日前に売買取引される場合には、
以下の点について十分ご理解のうえ、お取引されるようお願いいたします。 

１．国債の発行日前取引の内容とその条件について 
国債の発行日前取引は、当該国債が当初予定された発行日に発行されることを

条件として発行日前に約定を行い、当該国債の発行日以後に、約定内容に基づき
国債の受渡しを行う売買取引です（注１）。 

２．国債の発行が中止又は延期された場合の約定の取扱いについて 
⑴　国債の発行が中止された場合は、当該国債が存在せず受渡しを行うことが

できないため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
⑵　国債の発行が延期された場合は、金利商品である国債の運用期間が変化す

るという重要な契約内容の変更に該当するため、発行日前取引の約定は取消
しとなります。 

３．国債の入札（注２）が中止又は延期された場合の約定の取扱いについて
　　（入札前に売買する場合） 

⑴　国債の入札の中止が発表され、かつ、当初発行予定日に発行が行われない
旨の発表が行われた場合は、発行日前取引の約定は取消しとなります。

⑵　国債の入札の延期が発表され、かつ、当初発行予定日の１営業日前までに
入札が実施されなかった場合は、当初発行予定日の確実な発行払込みが困難
となるため、発行日前取引の約定は取消しとなります。 

以 上 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（注１） 国債の発行日前取引の詳細な市場慣行は、日本証券業協会が公表している
「国債の発行日前取引に関するガイドライン」をご参照下さい。
（https://www.jsda.or.jp/shijyo/seido/jishukisei/web-handbook/301_
hourei/index.html） 

（注２） 「国債の入札」とは、財務省が提示した発行条件（発行予定額、表面利率等）
に対して、入札参加者（証券会社や金融機関）が落札希望価格（又は利回り）
と落札希望額を入札し、価格の高いもの（又は利回りの低いもの）から
順に予定額に達するまでの額が落札される発行方式をいいます。
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